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この報告書 は,日 本 自転 車振興会か ら競輪収益の一部である

機械工業振興資金の補助 を受 けて,平 成2年 度 に実施 した 「ビ

ジネスプロ トコル等 に関す る開発研究」の一環 として とりまと

めた もので あ ります。







は じ め に

最近の ネ ッ トワー ク化 の進展は、他企業 と連携 した新 しい形態 の システ ムを生みだ しっっ

あ るが、その一 つの要素 と してEDIの 重要性が増加 している。

EDIと は、複数の企業の コンピュータ ・アプ リケーシ ョンを ネ ッ トワークで直結 し、取

引に必要な企業 間の データ交換 を電子的に行 うことである。EDIを 導入す ることで、従来

よ り取引デー タの交換が確実、迅速、容易 にな り、各企業 と も取引を きめ細か くコン トロー

ルで きるよ うにな るため、効率性が向上す る。そこで、社内の情報化が充実 した企業を中心

に、EDIの 導入またはその検討が活発化 している。

EDIは 、1対1の 結合か ら始 ま り、N対Nの ネ ットワー クへ と進化 してい くが、いずれ

の場合で も、あ らか じめ約束 した共通 ビジネスプ ロ トコルが必要不可欠である。 しか しなが

ら個 々独立 の1対1の 結 合が少 しずつ まとま りなが らN対Nの ネ ッ トワークへ と発展 して い

く過程では、特別 な枠組 みを設定 しておかない限 り、共通 ビジネスプ ロ トコルが 自然 に形成

され るよ うな ことはない。

欧米にお いては、既 に、広範 に利用で きるビジネスプロ トコルの標準化が進んでお り、わ

が国にお いて もここ数年各業界か らの標準化 を望 む声が大 きくな ってお り、利用可能な標準

案が示 されれば、各業界 レベルでは、標準化 された ビジネスプ ロ トコルを受 け入れ ることに

ついて、 ほとん ど合意が形成 されて いるとみ ることがで きる。

しか しなが ら、国内における標準 ビジネスプロ トコルの具体案 については、業界標準 レベ

ルで有力候補が存在 して も、広 く合意 するまでには至 っていない。

そ こで当調査研究 において は、海外 での標準化 アプ ローチ とその具体的内容 とを参考 に、

平成元年度か ら2年 計画で、標準 ビジネスプ ロ トコルの確 立を 目標 に した作業 を行 うことと

し、 ビジネ スプ ロ トコルの要素の一つであ るシンタ ックスルールに?い て、内外の既存の規

格 につ いて調 査分析を行い、JIS原 案作成時の留意点をま とめることと した。

2年 目である今年度 は、前年度の検討結果 をさらに詳細 に分析す るとともに、 ア ンケー ト

調査を行い、 シンタ ックスルールJIS化 の取扱 いについて まとめた。

最後に、作業 にご協 力頂いた委員及 び関係各位 に対 し、感謝の意 を表 します。

平成3年3月
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第1章　検　討　経　過





第1章 検討 経過

1,1EDlの 進展

1980年 代を通 じて進んだ消費の多様化/高 度化は、流通業 ・製造業の経営形態 に大 き

な変革を もた らした。小 売店を中心 とする流通業で は、激増す る商品種類をむ らな く店頭へ

並 べるため、1品 種 当た りの在庫縮小を徹底 的に行 うとと もに、発注の多頻度化 を実行 した。

これによって増大す る発 注/納 品事務にっいては、 コンピュータの活用 によって解決を図 っ

ていった。 この過程で生 まれ たのが、オ ンライ ン受発注す なわちEDIで ある。小売店 の こ

うした合理化は、問屋 ・メーカーでの対応 を引 き起 こし、流通業界 と呼ばれ る個人向け消費

財の流通分野全体で、EDIネ ッ トワーク(オ ンライ ン受 発注 ネ ッ トワーク)の 構築が活発

化 した。

1980年 代後半 か らは、製造段階において も多品種少量生産 を さらに効率化 しよ うとい

う指向が強 まり、資材在庫 の縮小を'目的と した徹底 した ジャス トイ ンタイ ムを実現 しよ うと

す る試みが行われ るよ うにな って きた。 ここで も、有力 なツール として、オ ンライ ン受 発注

システムが着 目され、実 際に構築 され るよ うにな った。

このよ うに して、現在、流通/製 造を中心 に、その周辺の業界 も巻 き込んで、オ ンライ ン

受発注を主 目的 と したEDIネ ッ トワークの構築が、全 業界で活発化 して いる。既 に、ED

Iを 導入 した企業 は、1万 社 を越えていると考え られ る。我が国全体の企業数は、150万

社(株 式会社のみ)以 上 と言 われて いるので、まだ、1%に 満たない状況であ るが、欧米 と

くらべて も、決 して少 ない数字 とは言えない。

最近 のEDIは 、次第 に内容 も高度化 して きて いる。例えば、 これ までのEDIは 、 まさ

に買手企業か ら売手企業へ発注 データだけを送 るだけの ものであ ったが、発注 データに加 え

て、納入指示 データ、出荷案内デー タ、見積依頼データ、見積 回答 デー タ、在庫紹介 な どの、

従来帳票交換や電話連絡 で処 理 していた情報 まで、EDIネ ッ トワークを活用 して交換 す る

システムが 出現 して きてい る。 さらに、座席予約 システムのよ うに、 リアルタイ ムに在庫 を

紹介で きるEDIも 既 に構築 されて いる。 もっとも、国際航空座席予約 システ ムでは、か な

り以前か ら リアル タイム処理 のEDIが 実現 されて はいる。

こうしたEDIの 進展 は、経済の効率化を促進 し、最終消費者に対 して多様 な商品 を安価

に安定 に供給す る ことに大 きな貢献 を してお り、EDIは もはや社会的イ ンフラス トラクチ

ャになった と認識 されて いる。すでに、EDIは 必要不可欠な ツールにな っているが、問題

点が ないわ けで はない。
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1.2EDlの 問題点 と解決への アプ ローチ

EDIは 、企業間の取 引に関わ る情報の電子的なデータ交換であ る。デー タ交換を行 う時

に第1に 考 えなければな らないの は、どの うよ うなプロ トコルを用 いるか とい うことであ り、

その約束 ごとは、以下の4種 に分類 され る。

① 情報伝達規約

どのよ うな通信 システムを用 いてデータ交換を行 うかの取決 め。

② 情報表現規約

取引 に関わ る情報を、 どのよ うな形 で表現す るかの取 決め。 コー ド/フ ォーマ ッ トの

取決 めとも言 う。

③ 業務運用規約

EDIを 用 いた時の業務処理 をどのよ うに行 つかの取決め。 システム運用 と業務運用

とがある。'

④ 取 引基本規約

EDIに よる業務処理が、何 の根拠 に基づいているか の取決め。EDI取 引契約、E

DIを 正 当化す る慣習あ るいはEDIの ための法制度 などが該 当す る。

以上の4種 の取決めに基づ き、ネ ッ トワー クを構築 し、EDIに よる業務処理を行 うことに

なるが、例えば、図1-1の よ うに、取 引先が多数ある企 業A社 で は、取引先 ごとに違 う取

決 あによるEDIを 実施 しな ければな らないケースが実際に発生 した。 この ような企業 は取

図1-1取 引先が多数ある時のEDI
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引先 ごとに別々にEDI対 応 システ ムを開発 しなければな らな くな り、EDIの メ リッ トの

大部分を構築 コス トに費やす ことにな り、そのよ うな対応 しな くて も済 む企業 に比べて不利

になることが、特 に、1980年 代後半か ら様 々な業界で、指摘 され るよ うになった。

この問題の有力 な解決方法が標準化であ り、既に、① の通信 システ ムでは、OSI方 式 の

ネ ッ トワークの普及 による解決 を目指 して、実用化への具体 的な作業に入 って いる。OSI

は、1980年 代 を通 じてISO(国 際標準化機構)で 検討 されて きた新 しい標準通信 シス

テムの総称であ り、FTAM/MOTISな どがEDIの ための標準通信 システムと して、

最適であると言われて いる。

②の コー ド/フ ォーマ1ソトの標準化 については、我が国で はこれ まで、㈲鋼 材 クラブ(鉄

鋼業界)、 日本 チェー ンス トア協 会などで、業界標準が作成 され、EDIの 標準化 に役立 っ

て きた。 しか しなが ら、 これ らは特定の業界 内での標準化であ り、 もっと広範囲な業界を対

象 とした標準化 も求 め られるよ うにな って きた。

広範囲を対象 と した標準化で は、国際連合の欧州経済委員会(UN/ECE)が 、ず っと

以前か ら、貿易の拡大 を 目標 とした貿易手続 きの簡素化 の一環 と して、帳票の コー ド/フ ォ

ーマ ッ トの標準化を実施 していた。 この検討では、1980年 以後、 コンピュータ処理 によ

る効率化 も検討項 目に追加 され、1986年9月 頃か らネ ッ トワークによるデータ交換 のた

めの新 しい情報表現方 法の技術的枠組 み(シ ンタ ックスルール)の 開発を開始 し、ISOの

TC154へ 国際規格 と して審議す るよ う提案 した。 この規格 は、1987年9月 のTC1

54総 会で承認 され、1987年12月 にISO9735と して登録 され1988年7月 に

規格書の第1版 が発行 された。その後、 この枠組みに基づ くメ ッセー ジ(取 引のための帳票

に相当す る)の 開発が行われ、現在(1991年3月)も 開発中で ある。ISO9735は 、

別名EDIFACTと も呼ばれ、アメ リカの同種の標準であ るANSIX12.6お よび

ヨーロッパの標準で あるTDIを 改良 した規格であ る。

一方、我が国では、独立 に、(社)日本電子機械工業会(EIAJ)と 働 日本情報処理開発協

会 産業情報化推進 セ ンターが共同で、EIAJシ ンタックスル ールを広範囲の業界 に適用

で きる規格 と して、1987年10月 頃か ら開発を開始 し、1988年4月 に新規格 として

発表 した。 この規格 は、1988年 中の電子機器業界のEDIの 試行に用 い られ、その後、

電子機器業界の標準 シンタックスルールと して、1989年4月 か ら正式 に採用 され実用化

して いる。EIAJ標 準 は、ISO9735と 同一の コンセプ トに基づいているが、データ

セ グメ ン トを用いず 、 コンピュータ処理 を前提 に したEDI用 に設計 されている。
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1.3JlS化 の原案調査

前述 したよ うに、EDIの 問題点解決のための努力が行 われてい るが、OSIが すべてJ

IS化 していることもあ り、情報表現規約 もJIS化 すべ きだ とい う要望が、1989年 以

降・急速 に高 まって きた。EIAJ標 準 やISO9735の 発表 も一つの動機 にな っている

が、一方で、それだけ、 これ らの新 しい シンタ ックスル ールによる問題解決への期待が大 き

か ったと も言 えよう。す なわ ち、JIS化 によ る新標準の急速な普及である。現実の問題 と

して、 い くら斬新な規格が開発 されて も、それが広範に普及 しなければ、結局役にたたない

ことにな る。

すなわち、JIS化 への最大の期待は、それを挺に した広範 な新標準の普及 である。その

よ うな業界の声 を受けて、1990年7月 か ら、 シンタ ックスル ールJIS化 のための委員

会(当 委員会)を 、主 にEDIに 関わ る多数の業界の有識者 によ り組織 し、工業技術院か ら

JIS原 案調査の委託 を受けて、検討を開始 した。

(1)1990年 度の調査

最近 のJIS化 の基本方針 は、国際協調の観点か ら、可能 な限 りISO規 格 を尊重する

ことで ある。 この面か ら言えば、JIS化 すべ きシンタ ックスルール は、すで に決ま って

いた と言え る。それは、rISO9735』 である。 しか しなが ら、JIS規 格 とは、我

が国国内で、 日常 的に使 う規格で あるので、国際協調だけで規格 の候補 を決め るわけには

いかない。文字 コー ドのJIS規 格 は、様 々な議論の末、ISO規 格 にほぼ準拠 して制定

されたが、その結果、以後 の漢字 コー ドの規格化で、いまだに苦 しい展開を余儀 な くされ

て いるのは周知の事実で ある。

そ こで、ISO9735を 有力候補 としつつ、ANSIX12 .6とEIAJ標 準を

もJIS化 の候補 とし、3っ の規格 それぞれの特徴 と問題点を分析 し、我が国の規格 とし

て最適な候補を絞 ることに した。

①ISO9735はISO規 格なので、国際協調の観点か らも有力候補 として、 とり

あげた。

②EIAJ標 準 は、我が国のEDIに お ける必要機能が十分 に考慮 されていることと、

ISO9735と 同様の可変 フォーマ ッ トの規格である こと、それに、電子機器業

界での実使用実績で も好評 な ことか らとりあげた。

③ANSIX12.6は 、アメ リカの標準でかっ既 に広範 に普及 して いることか ら
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と りあ げ た。

(2)1990年 度の検討結果

3つ の シンタ ックスルールの分析 した結果、それ ぞれ問 題点 があ る こ とが判 明 した。

ISO9735で は、漢字 の使用が考慮 されて いないことが最大の問題点であ り、 これは

ANSIX12.6で も同様である。EIAJ標 準で は、最大使用可能項 目数が239

種 に制限されてお り、 この面での改善が必要 とい う結論 にな った。す なわ ち、技 術的には、

決定的な規格が存在 しなか った ということにな り、よ り良い規格は何か とい う観 点か ら1

990年 度の調査結果 をまとめたが、検討に参加 した委員の意見の一致 には至 らなか った。

主な意見 は、以下の3っ に集約 される。

① 国際協調 の観点か らISO9735を 、その ままJIS化 する。漢字 は、使 い方の

工夫で導入す る。 そのための ローカル協定(規 約)を 別途作る。

②EIAJ標 準をJIS化 す る。その際、最大使用可能項 目数の制限は、改善す る。

漢字の使用が考慮 されており、我が国の規格 と して、最適である。

③ 拙速 なJIS化 を避 けるべ きであ る。十分 な検討 の後 にJIS化 すべ きで 、JIS

化 して使わ ない という状況の発生を避 けるべ きであ る。

尚、少数意見で はあ るが、アメ リカの標準 を無視すべ きではない と言 う指摘 もあ った。

(3)1991年 度の検討

本調査は、 もともと2年 計画で開始 していたが、1年 目で結論に達すれば、ただちにJ

IS化 のための原案作成 に入 ることにな っていた。 しか しなが ら、前述のよ うに、1年 目

の検討では、結論至 らなか ったため、引 き続 き2年 目の調査を行 うことにな った。但 し、

一年 目の結論 に基づ き
、調査対象をISO9735とEIAJ標 準 の2つ に絞 ることに し

た。
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第2章 検討 のポイ ン ト

今年度の主 な検討項 目は、以下であ る。

①ISO9735へ の漢字 の導入方法

②EIAJ標 準 とISO9735と の関係

③ 一般 業界か らの意見の収集(ア ンケー ト調査)

本章で は、上記 の① と② の結果を示 し、③ のア ンケー ト調査につ いて は、第5章 でその結 果を

示す。

2.1漢 字の取 り扱 い

ISO9735の 最大の問題 は、漢字の使用が考慮されていないことであ る。 これ に対 し、

EIAJ標 準 では漢字使用のルールが定め られて いる。 この項 目の範 囲 で は、 明 らか に、

EIAJ標 準 の妥当性が高い ことになるが 、 このよ うな表面的 な比較で はな く、今年度 は、

もっと詳細 に分析を行 った。分析項 目は、

①EIAJシ ンタックスルールにおける漢字使用のルールの詳細分析

② 漢字 コー ドの問題点

③ 漢字使用 ニーズの実態

④ISO9735へ 漢字を導入す る具体的方法

であ る。

2.1.1ElAJ標 準 における漢字使用の ルール

電子機器業界 で運用 しているEDIで は、現在 、漢字 を使用 していない。 これ は、EIA

Jシ ンタ ックスルールに問題があ るので はな く、 この規格 と一対 になって いる トランス レー

ターに、問題が あるか らで ある。現在のEIAJシ ンタ ックスルール用の トラ ンス レーター

には、漢字 コー ドの変換機能がサポー トされて いない。結 果 として、漢字デ ータが使えない

状態にな って いる。

っま り、真の原因は、次項で説明す るよ うに、 コンピュー タ ・メーカー ごとに、漢字 コー

ドやその コ ン トロールが微妙 に異な っているか らである。

EIAJシ ンタ ックスルールの規格書 には、次期バー ジョン ・ア ップの時 に解決す るとな

って いるが、 この時 には、 もう一 つの問題点であ る最大使用可能項 目数の制限 もな くなる こ

とにな っている。
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さて、現在の規格書 に、漢字 コー ド変換機能が トランス レーターに付加 され た時の漢字の

使用ルールが、一部定 め られてい る。 そのル ールとは、

① 同一 の項 目(同 一項 目番号の項 目)は 、 スタテ ィックに属性が決 め られ る。す なわち

漢字(16bit文 字)の 項 目は常に漢字で あ り、8bitの 文字の項 目は常 に8bitの 文字であ

る。

② 同一 項 目内で、16bit文 字 と8bit文 字 を混在 させ ることはで きない。

③ 漢字(16bit文 字)の 項 目内に、 シフ トコー ド(制 御文字)は 使 えない。

④ 文字 コー ドは、JIS-XO208(第1水 準および第2水 準)と し、使用可能字種

も同義に定 める ものに限 る。

で ある。 このルールは、現行のEDIで 必要 とす る表現範囲や技術的問題 を含めて分析 した

結果得 られた結論であ る。

ここでの ポイ ン トは、同一項 目内での16bit文 字 と8bit文 字の混用を禁止 した点にあるが、

実は、 これ は漢字 コー ド変換の問題点を解決 す るための一つの有力な手段にな ってい る。そ

の詳細は、次項で述べ る。さて、 このような制限が 、実際の業務処理 に悪影響を与えないか

とい うことで あるが、多 くのメインフレームにおける 日本語処理能 力の欠陥が幸い し、問題

の発生を防いで いる。

現在のメイ ンフ レームでは、使用言語 も含めて、実 際の文字 コー ドが16bit系 か8bit系 か

を区別 して処理す るアーキテ クチ ャはな く、プ ログラマによる独立の コン トロール によ る処

理により、16bit系 と8bit系 の区別がなされて いる。 つま り、マ シン側で は、すべての文字

データは8bitで あり、特別の区別 はない。 また、16bit系 と8bit系 の区別 を コン トロールす

る制御文字(シ フ トコー ド)も 、プ リンターあ るいはデ ィスプ レイ等の入 出力機器でのみ意

味を もってお り、それ以外では、文字データと して認識 され る。 この ことは、プログラ ミン

グ言語 において も同様で あ り、漢字 デー タとい う特別の項 目定義(デ ータ宣言)は な く、プ

ログラマーが 、か ってに、 『ここは漢字 の項 目、 ここは8bit文 字の項 目』 とい うよ うな区別

を しているだけであ る。

マシン側での文字 コー ドの区別が ない、 こうい う状況下 では、すべてのエ リアの属性 とそ

こへ格納す るデータの属性 を合わす作業は、す べて プログラマーの作業 にな るので、プ ログ

ラム上での暗黙 のデータ属性 は、スタテ ィ ックに して いる。 さらに、16bi・t系 と8bit系 とを

混在 させ ると、混在のための制御文字(シ フ トコー ド)が 必要 にな り、 アプ リケー シ ョン上

の文字列の長 さと実際の文字列の長さが合わな くな るばか りではな く、制御文字の管理 を し
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な けれ ば な らない ので 、 通常 、混 在 させ な い。

16bit系 と8bit系 を 混 在 させ るの は、 ワー プ ロの世 界 と文 書 処 理(文 献 デ ー タベ ー ス、 コ

ン ピュー タ 印刷編 集 な ど)の 世 界 だ けで あ る。従 って 、EIAJシ ン タ ックス ル ール に お け

る漢字 使 用 ル ール は、極 め て リーズ ナブル な 制 限 とな って い る。

2.1.2漢 字 コー ドの 問題 点

JIS-XO208の 問題 点 とい うよ り も、我 が 国 の漢 字 コー ドは 、16bitで 表現 す るの

に もか か わ らず 、94×94=8836種 に制 限 して い る点 が 問題 で あ る。 次 の問 題 点 は、16bit系

と8bit系 の 混在 の た め の シフ トコー ド(制 御文 字)が 長 い点 で あ る。 この 文 字 種 類数 の制 限

を逆 用 し、 かっ 、長 い シフ トコー ドの 使用 を嫌 って 、様 々 なバ リエ ー シ ョンが 生 まれ る こ と

に な った 。

実 際 の コ ン ピュー タで 使 用 され て い る文 字 コー ドは、 以 下 の3種 に分 類 され る。

①JIS-XO208を 少 し変 え た もの

メ イ ンフ レー ムで は この形 式 が多 く、JIS-XO208の 文字 コー ドに簡 単 な 演算

(多 くは、Hexの8080をORす る)を 施 し、 か つ 、独 自の シ フ トコー ドを 設定 した

もの で あ る。

②JIS-XO201とJIS-XO208を 組 み合 わ せ

日本語MS-DOSの シフ トJISで 、 ほ とん どのパ ソ コ ンで 用 い られ て い る文 字 コ

ー ドで あ る
。 これ は 、JIS-XO208に 独 特 の演 算 を 行 ってJIS-XO201と

混 在 させ る こ とで 、 シフ トコー ドな しで16bit系 と8bit系 の混 在 を 可 能 に した ユ ニ ー ク

な体 系 で あ る。

③JIS-XO208に お け る字種 に独 自の コー ドを 付 け た もの

JIS-XO208と 字 種 は ほぼ 同一 で あ るが、 独 自の コー ドを 付 けた もので 、 文 字

コー ドにつ い て は、JIS-XO208と 特 別 な関 連 はな い。 変換 表 が な けれ ば、 変換

で き な い。

現 在 、JIS-XO208と 同一 の文 字 コー ドを使 用 して い る コ ン ピュー タは皆 無 と い っ

て よ く、異 な る メー カ ー の コ ン ピュー タ間 で は 当然 の こ とと して 、 同一 の メ ー カ ーの 機種

で も、 メイ ンフ レー ム とパ ソコ ン間の デ ー タ交 換 で は、必 ず 、文 字 コー ドの変 換 が 必 要で

あ る。

文 字 コー ドを 変換 す る場 合 の最 大 の 問題 点 は、 シ フ トコー ドに あ る。 シフ トJISで は、
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そ もそ もシフ トコー ドを用 いていない し、あ るコンピュータ ・メーカーでは シフ トコー ド

が2種 類あ る。 そ して、その使 い分けの詳細 に関す る資料 が乏 しいのが普通で、漢字 コー

ドの変換を行 う時 は、必ず、それぞれの コー ド系を管理 しているメーカーに詳細を問い合

わせ る必要がある。例 えば、サー ドパ ーテ ィが 開発 し市販 している漢字 コンバ ーターの説

明書には、使用前に、変換対象 となるメーカーの漢字 コー ドにつ いて、それぞれのメーカ

ーに詳細を問い合わせて確認せよ とい う
、注意書 きがついている。

一般的には、 シフ トコー ドを含む文字 コー ドの変換を行 うと、文字列 の長 さが変化 して

しまう。EDIに おいては、 この場合 どうい う状態の長 さでMAXを 定義す るかで、困難

な問題 に直面する。例えば、 シフ トJISで は シフ トコー ドが ないため、 シフ トコー ドを

含む コー ド系に変換 した時、何 文字になるかは、実際に変換 しなければ分か らない。 これ

で は、漢字エ リアの最大長を決め ることがで きない。

EIAJシ ンタックスルールで は、この問題 を、16bit系 と8bit系 の混在を禁止す る こ

とによ って解決 してい る。16bit系 と8bit系 の混在を禁止すれば、 シフ トコー ドが不要 と

な り、真の情報文字列の長 さで、漢字項 目エ リアの最大長を決定で きる。 また、 コー ド変

換の確実性 もほぼ100%と す ることがで きる。

2.1.3漢 字使用ニーズの実態

EIAJシ ンタ ックスルールにお ける漢字使用ルールは、漢字 コー ド(JIS-XO20

8)と 文字 コー ド変換お よびアプ リケーシ ョンを作成す るプログラ ミング言語面で は、極 め

て妥当なルールである ことがはっき りしているが、業務面での妥当性 について、本項で少 し

触 れてお く。

先ず、漢字 を使用す る項 目にっ いて は、以下の項 目が リス トア ップされた。

① 発注 コメン ト

② 件 名

③ 品名仕様

④ 材 質 ・規格 ・寸法

⑤ 性 能

⑥ 荷 姿

⑦ 担当者 名

⑧ 委託者名
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⑨ 預託者名

⑩ 検査区分/検 査項 目

⑪ 需要家/デ ィーラー名称

⑫ 納入先 名称

⑬ 会社名

⑭ 担 当部 門名

⑮ 発注者,受 注者等の住所

⑯ 受 け渡 し場所/住 所

⑰ 納入要件

⑱ 出荷指図

⑲ 見積説明会集合場所

⑳ 自由使用欄

⑳ 予備(そ の他 コメ ン ト)

以上 は、僅 か3業 界の報告 に基づいて作成 した リス トであ るか ら、我が国全体では、少な く

とも100項 目以上の漢字項 目が必 要だ と考え られ る。漢字項 目の使用ニ ーズは大 きいと考

え ることがで きる。

次に、使用文字種で あ るが、

①JIS-XO208(第1水 準,第2水 準)に 、若干の外字 が必要(特 に、住所

や名前の場合)

②16bit系 と8bit系 の混合 も必要(エ リア長の短縮 のため)

とい うことになってい る。但 し、② にっいては、帳票へ打 ち出 した時の スペースの問題 に重

点があ るよ うで、伝送時のデ ータ長 ではないよ うである。なぜ な ら、16bit系 と8bit系 の混

合 には、 シフ トコー ドの挿入が不可 欠であ り、帳票へ打 ち出 した時 の長 さよりも伝送時の長

さの方が長 くなるか らで ある。

EIAJシ ンタックスルールの漢字使用 ルールは、上記①,② の条件 を両方 とも満 た して

いないが、② にっいては我慢で きる範囲にあ り、最大の問題 は、① にあ るとい う結論 になっ

てい る。①の解決策 と して、最近JIS化 したJIS-XO212(補 助漢字)を 導入す る

方 法がある。 しか しなが ら、 この文字 コー ドは、JIS-XO208(第1水 準,第2水 準)

と完全に重 なっているたあ、 シフ トコー ドな しでは使 うことがで きない。 シフ トコー ドの使

用 は、前述 したよ うに、標準 メ ッセー ジにおける最大デー タ長 を規定す るのが困難 にな ると
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い う問題があるので、別 の工夫を しないと使 うことがで きない。

一つの解決策 と して
、JIS-XO212(補 助漢字)の 文字 コー ドを変更 して使用す る

方法がある。例えば、JIS-XO212(補 助漢字)の コー ドに、Hexの0080をOR

して、JIS-XO208(第1水 準,第2水 準)と の衝突 を回避 し、 シフ トコー ドの使用

を避ける方法である。勿論、JIS規 格に違反 した使用法で ある。 この方法 は、各 コンピュ

ータ ・メーカーの内部 コー ドでの対応がは っきりして こないと、使 うことがで きない。 コン

ピュータ ・メーカーの内部 コー ドで シフ トコー ドが使 われ るよ うな ことがあ ると、伝送 中は

シフ トコー ドがないのに、文字 コー ド変換 を実行す ると シフ トコー ドの挿入が発生 し、デー

タ長の不整合 とい う状況が起 きて しま うか らであ る。 それ に して も、違反 しなければ現 実に

は使えない コー ドが制定 され るとい うのは、困 りもので ある。

結論 と して、①の解決策はな く、必要な外字をEDIの 中だ けで別途定め る他 はな さそ う

である。EIAJシ ンタ ックスルールにおける漢字使用 ルール は、残念 なが ら完全ではなか

ったことになるが、現状では、最良のルールだ と考え られ る。

2.1.41SO9735へ 漢字 を導入す る具体的な方法

漢字使用 におけるEIAJシ ンタ ックスルール とISO9735の 関係は次の様になる。

すなわ ち、EIAJシ ンタ ックスル ールにおける漢字使用の問題 点はすべてISO9735

の問題点と してその まま適用 され、その他 にISO9735独 自の問題がある。そ こで、I

SO9735へ の漢字導入 は、EIAJシ ンタ ックスル ールの漢字使用ルールを適用す る こ

とを前提 に して、分析 す る。 その前提を具体的に述べ ると、

① 同一項 目内での16bit系 と8bit系 文字 の混在を禁止 す る。

②JIS-XO208(第1水 準,第2水 準)の 文字 のみ使用す る。

第1の 問題点 は、ISO9735で は8bit系 の カタカナが 、標準文字 セ ッ トか ら外 されて

いることである。そ こで、 日本国内の規定 と して、ISO9735の 水準Bの 文字 セ ッ トに

8bit系 のカタカナ文字 を追加 したr水 準J文 字 セ ッ ト(仮 称)』 を規定す ることで、解決す

る。

第2の 問題である漢字の使用について は、水準B文 字 セ ッ トを使用することで技術面での

障害は基本的に解決す る。r水 準J文 字セ ッ ト(仮 称)』 は、水準B文 字セ ッ トの拡張版 で

あるか ら、 この文字 セ ッ トの使用 を義務づけることで、文字 セ ッ トの問題 は解決す る。ただ

し、ISO9735の トラ ンス レー ターに漢字 コー ド変換機能が追加 され ることを前提にす
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る。

第3の 問題 と して、ISO9735の 範囲外の問題で あるが、国際標準 と してUN/EC

Eが 制定 してい る標準 メ ッセー ジ(UNSM)が あ る。現状でのUNSMに は、漢字項 目が

皆無であるので、我が国独 自の セグメ ン トを追加 し、漢字項 目を設定す る ことで、解決 を図

る。但 し、UN/ECEの 定 めるセ グメ ン トのセグメン トタグと漢字用 のセグメン トのセグ

メ ン トタグが衝突 しないよ うな対策が必要である。漢字項 目は、少な くと も100項 目程度

は必要であ り、相 当数の セ グメ ン トが新 たに必要 にな るので、 もっとも良 い対策 は、UN/

ECEへ 必要 なセ グメ ン トのセグメン トタグを登録する ことであ る。

これは困難 な問題で ある。現在、UN/ECEは 、 フ リーテキス ト以外、 ローカル使用 の

セグメン トの設定 は、公式 には認めて いない。少 な くとも日本独 自の問題 に留ま ってい る間

は、実現不可 能である。他 の漢字使用国(例 えば、中国)と の共同提案で なければ、 ローカ

ル使用 にな って しま うセグメ ン トのセグメン トタグの登録(実 質的にセグメ ン トの新規登録

にな る)は 、難 しい。従 って、長期的 なアプ ローチが必要 と判断せざるをえない。

ISO9735のEDIへ の採用の最大の 目的 は、EDIの 国際的互換性なので 、ISO

9735自 身の修正 は意味が ないという意見が、昨年度 に も大勢を占め た。今 回の提案 は、

ISO9735を 採用す る目的であるr互 換性の維持 』を最優先にすべ きだ とい う方針か ら

導かれた、最良 の使 い方の工夫であると考 え られ る。 それだ けに、 ここで示 した使用方法 は

あま りスマー トとは言え ない。に もかかわ らず、い くつかの困難が存在す る。結局 、現在の

ISO9735は 、我が国のEDIに とって は不完全で あ り、長期 的にISO9735の 使

い方に関する解釈やISO9735自 身の変更な どを国 際の場 に呼び掛 けてい き、一定 の理

解 が得 られた段階で、JIS化 する必要があるのではないか と考え られ る。 もし、現状でI

SO9735をJIS化 すれば、ISO9735の 完全性を認めた ことにな り、前述 の運動

も迫力を失わせ る ことにな る。
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2.2ElAJシ ンタ ックスルールとlSO9735と の関係

シンタ ックスルールのJIS化 を行 うに当た り、EIAJシ ンタ ックスルール とISO9

735と を融合 させ ることがで きれ ば理想 的であるが、両者を融合 させ た新規格を制定する

と、既存のどの規格 と も互換性の ない中途半端 な規格化になる可能性が あ り、昨年度(19

89年 度)の 報告で も、例え ば、ISO9735をJIS化 す るので あれば無変更でJIS

化すべ きだ と言 う意見が大勢 を占めた。国際協調 を最優先すれ ば、ISO9735のJIS

化が最良の選択である ことは明 白で あるが、前項で示 した問題 の他 に、既 にEIAJシ ンタ

ックスルールを採用 して いる業界 に とって は、新 たな対応 が必要 にな るとい う問題 もある。

そ こで、本項でISO9735がJIS化 され るという前提 の時に、EIAJシ ンタ ック

スルールを採用 している業界に とって、どの よ うな問題が発生 す るか、またどん な対策が可

能 あるいは必要 にな るかにっいて、述べる。

2.2.1用 語の定義および分析項 目

(1)用 語 の定義

本項では、以下 に示す用語を用 いる。

①EIAJ標 準

㈲ 日本電子機械工業会が定 めた電子機 器業界のEDI標 準 の全体を示す。

②UN/EDIFACT

UN/ECEが 国際標準 と して勧告 しているEDI標 準 の全体 を示す。

③ 標準 メ ッセージ

EIAJ標 準 におけ るr情 報種類』及 び 『トラ ンザ クシ ョン』、UN/EDIF

ACTに おけるr標 準 メ ッセージ』を示す。

④ データ項 目

EIAJ標 準における 『データ項 目』、UN/EDIFACTに おけ るrデ ー タ

エ レメ ン ト』を示す。

⑤ シンタクッスルール

EIAJ標 準 におけ る構 文規則(EIAJシ ンタ ックスルール)、UN/EDI

FACTに おける シンタ ックスルール(ISO9735)を 示す。

(2)分 析項 目

電子機器業界関係各企業 は、EDIを で きるだけ早 い時期 に実施 したい希望を持 ってお
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り、数年後の標準決定を待 って行 うとい った状況ではない。EDIの 実施には当事者間で

の打 ち合わせ、 システ ムの準備、業務手続 きの変更などに相当の期 間と手間が必要であ り、

で きるところか ら実施す ることが良策 と考え られている。 このため、当面EIAJ標 準で

EDIの 実施(あ るいは拡大)を 図 り、JIS規 格制定後 は、それ に順次移行する方式が

現実的 な対応の仕方 と考えている。一方 、国際取引では、ANSIX.12及 びUN/

EDIFACTで の対応が必要 とな り、企業によっては、複数のEDI標 準を使 うことに

なるだ ろ う。

しか し、異なる複数標準 の使 い分けは、繁雑 さを招 き、で きる限 り早 い時点で統一 した

標準でEDIが 実施で きることを望んで いる。

EIAJ標 準か らUN/EDIFACTへ の移行がスムーズに行 えるため には、両標準

の対応関係を明確 に し、相違点 に関する評価、不足事項の両規格への追加(但 し、ISO

9735に ついては使 い方 の工夫で対応)な どを実施 し、相互変換が可能なよ うにする こ

とだ と考え る。

以上 の点を考慮すれば、EIAJ標 準 とUN/EDIFACTに ついて、次の事 項の対

応 関係 を明確にする必要がある。

① シンタ ックスルール

・ デー タ項 目の分離方法

・ デー タ項 目の特定

・ 文字 コー ドセ ッ ト

・ デー タ レコー ド

② 標準 メ ッセー ジの種類

③ 各標準 メ ッセー ジごとに、当該 メ ッセージが定義 しているデータ項 目

④ データコー ド

⑤ 標準 メ ッセ ージ作成ルール

2.2.2標 準 メ ッセージの構成

(1)規 格の比較

EIAJ標 準 必要なデータ項 目を集めてメ ッセ ージを構成す る。

UN/EDIFACT・ …・必要なデータセ グメ ン トを集めて メ ッセージを構成 する。

データセ グメ ン トは関連 するデ ーダ項 目を集めて構成す る。
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(2)評 価

① どの分野に も適用可能 な標準 メ ッセージの構造 は、一般 的に膨大な構造 とな る。また

住所 ・会社名 ・製品仕様 ・規格 な どの同 じデー タ群が、幾つかの メ ッセージで使用 され

る。その ため、UN/EDIFACTで は、標準 メ ッセージの構造を階層化 し、関連す

るデータ項 目を集めてデータセ グメン トを構成 する方式で、メ ッセージ設計の合理 化を

図 っている。

②UN/EDIFACTで は、数量項 目での単位、企業 コー ドでの コー ド発番元な どの

データの内容を特定す るため、デー タ項 目の他 に修飾す るデータ項 目を付加す るな ど、

関連するデータ項 目を集めて、複合データエ レメ ン トを作 り、メ ッセー ジ設計の確実化、

容易化 を図 っている。

③UN/EDIFACTで は、新 しい標準 メ ッセー ジを設計す る場合、既存のデー タセ

グメ ン トの利用を図 るが、当該 データセグメン トを構成 しているデータ項 目が、設計す

る標準 メ ッセー ジにとって不要 な もの もあれば、不足す る もの も、発生す ると考 え られ

る。不要 なデータ項 目は、使用 しなければそれで済むが、不足す るデータ項 目について

は、既存のデータセグメン トを改訂 し追加す るか、新 たに新規の データセグメ ン トを設

定 しなければな らない。特 に、既存のデー タセ グメ ン トの改訂 は、そのセ グメ ン トを使

用 している既存の標準 メ ッセージのすべてに影響が及ぶため、 このための手続 きと検討

に、相 当の期間を要す ることが考え られ る。

また、制度(例 えば、税制な ど)の 改訂、新 しい流通手段 の利用などによ り、既存 の

データセグメン トの改訂が必要 にな った場合 も、同様 な ことが言え る。従 って、 このよ

うな時UN/EDIFACTで は、標準 メ ッセー ジの作成/変 更 およびデータ項 目の追

加が確定す るまでの間の、フ リーテキス ト(自 由使用欄)の 利用 による暫定的対応期 間

が、長 くなることが予想 され る。 ・

EIAJ標 準で は、データセ グメン トが使われていないため、 データ項 目の追加 は、

その追加が必要 になる標準 メ ッセージだけ に影響 するだけなので 、UN/EDIFAC

Tよ りも、短 い期間でデー タ項 目の追加がで き、 自由使用欄などの利用 による暫定的対

応期間を、短 くで きる。

④UN/EDIFACTで は、各 データエ レメ ン トについて下記 のように、 データ項 目

No.(デ ータエ レメ ン ト・デ ィレク トリーの整理番号)の 割 り当てを行 って いる。

0001～0499サ ー ビス ・デー タエ レメン トの番号
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1000～9999通 常のデータ項 目の番号

×001～ ×499国 際的に合意 されたデー タ項 目の番号

×500～ ×799各 国のデータ項 目集(デ ー タエ レメ ン ト・デ ィ

レク トリー)に 含まれ るデー タ項 目の番号

×800～ ×999私 的(企 業用)に 利用 で きるデー タ項 目の番号

以上 のよ うに番号割 り当てを行 ってい るが、国際的に合意 され ていないデータ項 目を標

準 メ ッセージで利用す る場合 には、そのデータ項 目をデー タセ グメン トに追加す る必要

が あ り、セ グメ ン ト設計の承認をUN/ECE-WP,4で 行 って いる以上、国及 び私

的 データ項 目をUN/EDIFACTで 使用す ることは、事実上不可能であ る。(現 在

UN/ECE-WP.4で は、国及 び私 的データ項 目を、 フ リーテキス ト以外 のデータ

セグメ ン トに追加す ることは、原則 として認めていない。)

⑤UN/EDIFACTで は、セ グメ ン ト及びデータ項 目での反復繰 り返 しを許容 して

い るが、その識別符号 を明示 しな くて も良い ことと してお り、 また繰 り返 しの1グ ルー

プ分の終了符号を規定 していない。 このため、 データ衝突(何 番 目の繰 り返 しのデータ

項 目か不明にな る)が 発生する可能性がある。

2.2.3デ ータ項 目の 分 離 方 法

(1)規 格 の 比較

EIAJシ ン タ ック スル ール

デ 一 夕 レング ス ・フ ィー ル ドに 実質 デ ー タの文 字 長 を セ ッ トす る。

ISO9735

デ ー タ項 目とデ ー タ項 目の 間 に デ リミター コー ドを セ ッ トす る。

(2)評 価

①EIAJシ ンタ ックス ル ール は 、 デ ー タ レン グス ・フ ィール ドに 示 す 値 で デ ー タ項 目

内容 を切 り出 す こ とが で き る。 従 って 、 可変 長 デ ー タ と固 定 長 デ ー タの変 換 処 理 は効率

的 に行 え 、 また 、 デ ー タの 部分 に どん な 文字 コー ドセ ッ トが 含 まれ て い て もよ い。

②ISO9735は 一 文 字 つつ デ リミター コー ドの 出現 を調 べ て、 デ ー タの項 目内 容 を

切 り出 す 。 この場 合 、 デ リ ミタ ー コ ー ド及 び制 御 コー ドと同 じコー ドが デ ー タ部 分 に現

れ る ケー スが 発 生 す るの で 、r?』(文 字 セ ッ トAの 場 合)を リ リー ス記 号 と して定 義

して い る。
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(例)r+』 を デ リ ミター コー ドと して使 用 して い る場 合

● ★ ● ● のr+』 は デ リ ミター コー ドと して の 『+』

・ …+?+100+・ ・?が リ リー ス記 号

★ のr+』 は デ ー タ コー ドと して のr+』

③ いずれの方式を採用 して もコ ンピュータの処理能 力が向上 した現在、 どの方式 に優位

性があ るとは言え ない。強 いて言えば、EIAJシ ンタックスルールのデー タ レングス

・フィール ドが、バ イナ リー値での表示を規定 してい ることか ら、デバ ック、 トラブル

時の調査な どのデータ表示で、多少不便を伴 うと言 え る。

2.2.4デ ー タ項 目の特 定

(1)規 格 の比 較

EIAJシ ンタ ックス ル ール

デ ー タ項 目No.フ ィール ドに デ ー タ項 目No.(通 常 、 デ ー タエ レメ ン ト ・デ

ィ レク トリー の 整理 番号 を用 い る)を セ ッ トす る。

ISO9735

セグメ ン ト名(セ グメ ン ト・タグ:通 常、デー タセ グメ ン ト・デ ィレク

トリーの整理番号(識 別名)を 用 いる)と 当該 セ グメ ン ト内での位置で

データ項 目を認識す る。

(2)評 価

①ISO9735で は、送信 データを先頭か ら1バ イ トごとに順番にチ ェック し、デー

タを伝達す る文字 なのか、デ リミターコー ドなどの制御 コー ドを伝達する文字なのかを

区別する処理を行い、当該 デー タセグメン ト名 とデ リミター コー ドの数 によ りデータ項

目を認識 し、EIAJシ ンタ ックスルールではデータ項 目No.フィール ドにセ ッ トされた

デ ータ項 目番号 によ り認識す る方式であ る。

EIAJシ ンタ ックスルールが効率性/確 実性 の点で優れているよ うに見 えるが、 デ

ー タ処理 面では差がない と考えてよい。

②EIAJシ ンタックスルールで はデータ項 目No.は、001～239の 範 囲で設定す ること

にな ってお り、データエ レメ ン トの数を増やす場合に障害 となる。

(3)EIAJシ ンタ ックスルールで必要な対策
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EIAJシ ンタ ッ クスル ール のデ ー タ項 目No.の 最大 値(239種)の 制 限 を解 除す る必

要 が あ る。

2.2.5デ ー タ レコ ー ド

(1)規 格 の比 較

EIAJシ ン タ ックス ル ール

メ ッセ ー ジ ・ヘ ッダー及 び メ ッセ ー ジ ・ トレー ラー は、 そ れ ぞ れ独 立 し

た固 定 長 レコー ドで あ り、 メ ッセ ー ジ部 分 は、1メ ッセ ー ジを1レ コー

ド(可 変 長)と して送 信 す る方 式 と、251バ イ トの固 定 長 に分 割 して 送

受 信 す る方 式 が あ る。

ISO9735

レコー ドと して の規 定 が な く、交 換 グ ル ープ の先 頭 か ら、そ の交 換 グル

ー プ の最 後 まで を、 一 つの 電 文 と して 扱 う。

(2)評 価

①ISO9735で は 、 レ コー ドを特 に規 定 して いな い の で 、 デ ー タ処 理 や デ ー タ送 受

信 で は、 デ ー タ交 換 の 当事 者 が任 意 に デ ー タの処 理 単 位 を設 定 す る こと にな る。例 え ば 、

デー タ処 理 で は処 理 の しや す さか ら、 セ グ メ ン ト単 位 に処 理 を行 い 、 デ ー タ送 受信 で は

通信 手 順 ・通 信 効 率 の点 か ら、一 つ の電 文 を一 定 の 長 さ(例 え ば 、80バ イ トか256バ イ

ト)に 分 割 し、 送 受 信 を 行 う。

②EDIサ ー ビス に お け る フ ァイル蓄 積 交換 サ ー ビス で は 、ヘ ッダ ー部 分 の 宛 先 で振 り

分 け処 理 を行 う。 この 時 、 ヘ ッダ ー以 外 の メ ッセ ー ジ部 分 は、 読 み飛 ば し処理 を 行 う。

ISO9735で は、 レコー ドの規 定 が な いの で 、電 文 の頭 か ら一 文 字 づ っ読 ん で 、

デ リ ミター コー ドを 探 して デ ー タ ・セ グ メ ン トの認 識 を行 い、 認識 され た デ ー タ ・セ グ

メ ン トの セ グ メ ン ト ・タ グを チ ェ ック して 、ヘ ッダ ー ・セ グ メ ン トを見 つ け る。

EIAJシ ンタ ック スル ー ルで は、1レ コー ドづ っ 読 ん で レコー ドの先 頭 の識 別 子 を

チ ェ ック して 、 ヘ ッダー ・レ コー ドを 見 つ け る。ヘ ッダ ー ・レコー ド以外 は 、読 み 飛 ば

す 。

一 見差 が な い よ うに見 え る この処 理 で は、ISO9735で は 、 レコー ド単 位 の読 み

飛 ば しが で きな い た め 、EIAJシ ンタ ッ クスル ー ル よ り、 か な り効率 が 悪 い こと は否

定 で きな い。
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2.2.6デ ータ項 目

(1)規 格 の比較

EIAJシ ンタ ックスル ール

数字項 目で正負符号、小数点の使用を認 めていない。

ISO9735

年月 日、時間な どのデー タ項 目について、デー タ表現の フォーマ ッ ト(

例:YYMMDD,CCYYMMDDな ど)を 表す修 飾子 デー タ項 目がある。カタカナ

及び漢字項 目が定義 されていない。

(2)評 価

①EIAJシ ンタ ックスル ールで設定 して いるデータ項 目は、開発す る標準 メ ッセージ

に必要 な最小限の もの とな って いるが 、当該標準 メ ッセー ジの関連事項 を合わせて考慮

した場合、例えば、住所/会 社 名な どは、別 の方法でデータ収集が行われてお り、既に

分か っている もの として、デ ータ項 目を設定 していないなど、取引に必要 な情報をすべ

て規格化 してい るわ けで はない。

②ISO9735で は、 カタカナ及 び漢字の項 目が使 えないが、国際取 引(貿 易)を 対

象 とすれば、ま った く問題 ない。国内の取引で は最大 の問題点であ る(第2.1節 を参

照)。

(3)EIAJ標 準およびEIAJシ ンタックスルールで必要な対策

① 取引に必要なデータ項 目は何 か とい う観点か ら標準 メ ッセ ージの見直 しを行 い、住所

・会社名 ・担当者名な どのデー タ項 目を、EIAJ標 準 に追加す る必要がある。

② 例えば、特殊 な部品で、製 品 コー ドが設定で きない場合、製品を特定す るために、製

品仕様を詳細に記述 しなけれ ばな らない。 この場合、 データ項 目の桁数が現行規定では

不足す ることが考え られ るので 、EIAJシ ンタックスルールのデータ長の見直 しを行

う必要が ある。

③EIAJシ ンタ ックスルールで は、ISO9735が 規格化 している数字項 目の正負

符号、小数点の使用を認 めて いない。温度表示におけるマイナス表示、個数 ものの場合

の小数点以下 の表示が必要で ある ことか ら、正 負符号、小 数点の表示方法を規格化す る

必要がある。

④ 国内の取引きで は、住所 ・会社名 ・担当者名などの漢字 での表現が必要で あり、2バ

イ ト系文字 コー ドセ ッ トの使用方法を決める必要が ある。尚、漢字の使用は国内取 引に
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限定 して 、認 め る。

2.2.7標 準メ ッセー ジ

(1)規 格 の比較

標準 メッセージの表現方法は、機能的には、基本的にEIAJシ ンタックスルール(E

IAJ標 準)で もISO9735で も、同等であ る。

(2)評 価

EIAJシ ンタ ックスルール(EIAJ標 準)に よる表現形式の方が、 日本人 にとって

は理解 し易 い形式にな って いる。 しか し、ISO9735に おける表現形式 に比べて、や

や曖昧性 のあ ることが、否定で きない。尚、標 準 メッセー ジの表現方 法は、EIAJ標 準

で は、EIAJシ ンタ ックスルール内ではな く、暗黙的に、EIAJ標 準 メ ッセ ージ規定

部分で、定義 されてい る。

(3)EIAJ標 準で必要 な対策

UN/EDIFACTとEIAJ標 準の標準 メッセー ジを構成す るデータ項 目について

対応関係 を明確 に し、EIAJ標 準の標準 メ ッセー ジにおいて不足 しているデータ項 目の

追加を行 う。
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第3章 調査を終 えて

平成元年度か ら2年 間にわたるJIS化 を 目標 とした シンタ ックスルールの調査 は、 当

初、 シンタ ックスルールその ものの研究か ら始 ま り、JIS化 の候補 とな りうる既存の シ

ンタックスル ール として、EIAJシ ンタ ックスルール、ISO9735及 びANSI

X.12を 取 り上 げて、それぞれの機能比較を行 って きた。

初年度であ る平成 元年度 には、EIAJシ ンタ ックスルールとISO9735の2つ に

絞 りこんでの詳細 な調 査をさらに実施す る必要が あるとの結論に達 し、今年度 、技術的項

目を中心 に調査分析 を行 った結果、以下の ような結論 に達 した。

①ISO9735に ついては、我が国で は使用実績がな く、実使用面に関わる分析結

果 は想定 に基づ くもの にな らざるを得なか った。

海外では使用実績がある ものの、EDIに 対す る環境が我が国 とはかな り異 なるた

め、その結果 をそのまま導入 して結論を出すの は、やは り問題で ある。

②ISO9735のJIS化 による国際的整合性で は、様 々な工夫 によ る規格書上で

の整合性 の確保 は可能であるが、実質的には漢字の導入やその他の事情で欧米 との互

換 性を確保す るの は難 しい。

③EIAJシ ンタ ックスルールにっいては、電子機器業界の使用実績を踏 まえ た実際

のEDIを 反映 した分析結果が得 られている。そ して、規格の一部 に問題点が あ り、

その ままJIS化 す ることは出来 ない ことが、 はっきりした。

⑤ 現状では、JIS化 について広 くコ ンセ ンサスが得 られた とは言えない。 む しろ、

ほとん どの識者及 びユ ーザーは、まだ迷 っていると結論す ることがで きる。

欧米では、20年 近 く前か らEDIの 議論 をか さね、実験や実用 システ ムの構築 を

行 って、ANSIX.12(米 国)やISO9735を 制定 して きた。 これ に比 べ

れば、我が国のEDIに 関す る探究 と システムの構築 は、まだ数年 にす ぎない。情報

処理の発達 は急速 ではあ るが、 シンタ ックスルールに関する広い合意を形成 す るまで

には、 もう少 し時間が必要だ と考えるべ きであろ う。

したが って、 シンタックスルールのJIS化 は時期尚早 という結論 になる。
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3.11SO9735に 対する見解

①ISO9735のJIS化 は国際的整 合性があ り、国際協調上 もっとも有効である。

② 国内/国 際のEDIに 同一 の規格 を用 いる ことは、 システム効率の うえで有効であ

る。

③ シンタ ックスルールは、アプ リケー シ ョンか ら独立 してお り、 いかな るメ ッセー ジ

の コーデ ィングに も対応で きる。国内用 の標準 メ ッセージを開発すれば、ISO97

35を 活用可能であ る。

④ 漢字 の導入につ いては、ISO9735と は別に、国内 ローカル規定を設 けること

で対処 で きる。 したが って、ISO9735を そのままJISに すべ きである。

⑤ISO9735の 使い方を工夫すればよい。UN/EDIFACTに とらわれ るこ

とな く、 日本方式 を策定す ることで、国内の取引に対応で きる。

⑥ 規格やその使い方が複雑で理解 しに くい。カナ漢字の導入 を行 うと、互換性が失わ

れ る。

⑦ISO9735に ついて は、実使用実績に疑問がある。ISO9735は 、まだ、

真 の実用国際標準 と して確立す るためのすべてのハー ドルを越 えていない。今 しば ら

く、使用実績を積 み上げる必要が ある。

⑧ISO9735が 、今後国 際的に広 く普及するのか分析す る必要が ある。特 に、米

国(カ ナダを含む)の 動 向について注 目すべ きであ る。

⑨ISO9735に 様 々な仕掛 けを追加 して、無理に国 内バー ジ ョンとす ることは、

避 けるべ きであ る。

3.2ElAJシ ンタ ックスルールに対す る見解

①EIAJシ ンタ ックスルールは構造が簡単で理解 しやす い(普 及 に とって有利であ

る)。

② 国際取引には、UN/EDIFACT(ISO9735)を 使い、国 内取引には、

EIAJ標 準(EIAJシ ンタ ックスルール)を 使 うとい う使い分 けが、現実的であ

る。また、そのような運用は充分可能で あ り、混乱が生 じることもない。

③ 将来、ISO9735とEIAJシ ンタ ックスルール?と を一元化せ さる活動 を行

うべ きで ある。

④ 現在 のEIAJシ ンタ ックスル ールの持 っている制限(使 用可能最大項 目数239
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種)の 拡大が必要で ある。 さらに、漢字にっいては、文字 コー ドの問題が、完全 には

解決 されていない。

早期 の標準化 のためには、それはJIS制 定 とい うことで はな く、現実のEDIシ

ステムが標準規格 で構築 され るとい うことであるが、EIAJシ ンタックスルールが

適当である。

⑤ 電子 機器業界以 外の業界でのEIAJシ ンタ ックスルールの使用実績が必要であ る。

3.3結 論

各委員の結論は、下記のよ うに分 かれてい る。

①ISO9735とEIAJシ ンタックスルールを使 い分 ける。

② 長期的 に、ISO9735をJIS化 する。

③ 早急 にISO9735をJIS化 す る。

④ さ らに長期の調査分析を行い、白紙の状態でJIS化 の候補を決める。

⑤ 結論 を出す(JIS化 の候補 を決 める)の は、難 しい。

ア ンケー ト調査の結 果で は、ISO9735を 一部変更 してJIS化 すべ きとい う意

見が、有効 回答者の39%と 最 も多 く、次 いで新規格の策定(16%)、ISO973

5を その ままJIS化(8%)の 順 にな ってい る(分 か らないは37%)。 この結果 と

各委員の結論には大 き く食い違 うところがある。各委員の結論で は、ISO9735の

一部 を変更す ることは互換性 に問題 を残すので、JIS化 す るので あればそのまま行 う

べ きだ としてい るのに対 し、ア ンケー ト調査 の結果は、ISO9735の 一部変更 によ

るJIS化 を希望 している。

残 念なが ら、JIS化 の審議の過程で は、互換性を失わず にISO9735を 一部変

更す る方法が見つか らず 、その結果 、無変更が適 当とい うことにな ったのであ るが、ユ

ーザ ーの意見 を尊重 す るのであれば、再度審議 をや り直す必要があ ることになる。

もっと も、ア ンケー ト調査の結果で も、有効回答数の50%を 越え る意見 はな く、ユ

ーザ ー側で も決めかねていると見 るのが妥 当であろ う。 このよ うな状況のなかで は、J

IS化 の結論 を出すの は困難であ る。

す なわ ち、今回の調査分析結果か らは、明快な結論 は得 られ なか った。 したが って、

来年度(平 成3年 度)のJIS化 は見送 りが適当 と判断 された。

尚、 ア ンケー ト調査結果の詳細 は、第5章 を参照されたい。

一25一





第4章 各 界 の 意 見





第4章 各界 の意 見

4.1シ ステ ム化 の 観 点

EDI普 及 の ポ イ ン トは 、通 信 プ ロ トコル、情 報表 現規 約(コ ー ド、 フ ォー マ ッ トの取 決

め で あ り、 こ こで は ビ ジネ ス プ ロ トコル と呼 ぶ)、 トラ ンス レー シ ョン ・ソフ トウ ェア、 第

三 者 の情 報 通 信 サ ー ビス(VAN)のEDIサ ポ ー ト等が 考 え られ る。

中 で も、 ビ ジネ スプ ロ トコル は、EDIを 実施 す る上で 最 も重要 な要 素 で あ る。 そ の ビジ

ネ スプ ロ トコル は、① シ ンタ ックス ル ー ル、② 標 準 メ ッセ ー ジ、③ デ ー タ エ レメ ン ト ・デ ィ

レク トリー及 び デ ー タ コー ド表 で構 成 され て お り、 これ ら規 格 の標 準 化 がEDI普 及 の大 き

な 鍵 を握 って い る。

4.1.1JlS原 案 につ いて

ここで は、 ビジネスプロ トコルの一要素である シンタックスルールのJIS化 の候補 と し

て各規格の評価を中心 に考察する。平成元年度の ビジネスプ ロ トコルの調査研究 においてJ

IS原 案のベ ースに成 り得 る既存の シンタ ックスルールと してISO9735(UN/ED

IFACTシ ンタ ックスル ール:ECE標 準)、ANSIX12.6、EIAJシ ンタッ

クスルールが取 り上 げ られたが、ANSIXl2.6は 米 国内の規格であ り、国 際標準が

制定 されてい ることか ら、国際協調上、検討の対象か ら外され た。

(1)ISO9735を ベ ースを した場合

・ISO9735は 、国際標準であ り貿易業務を中心に国際取引 に広 く使用 され て行 くと

予想 され、国際的整合性 の面で優れている。

・国際EDIと 国内EDIの 同一化(漢 字等の問題で完全 とは言えな い)は 、複数の標準

よ りは非常 に類似 した一つの標準を言 う意味で当然の ことなが ら情報処理 システムの使

用性、効率性の面で有効であ る。

・シンタ ックスルール、標準 メ ッセ ージ、データエ レメン ト・デ ィレク トリーで理論的に

体系化 された規格であ る。

・既存の国内の業界標 準規格 に比 較 してかなり規格が複雑で あ り、利用者 は理解及 び対応

のために相 当な努 力を必要 とす るであろ う。 このことは、利用者への ソフ トウ ェア、技

術支援等 の要望、 さらには国内の商取 引に合 ったよ り簡単 な規格 への要望へ と進展する

か もしれ ない。

・国内取 引には、 日本独 自の カナ、漢字等への対応が必須であ るため、 これ らへの対応 を
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工夫 しなけれ ばな らないが、あ る程度 の制限 はつ くものの国内 ローカル規定を設 け るこ

とで対応は可能であ ろう。 しか し、 この点 においてISO9735と は完全互換 である

とは言えな くなる。

(2)EIAJシ ンタックスルールをベ ース と した場合

・ISO9735に 比較 して簡単(デ ー タ ・セグメ ン トの考え方等)で あ り、理解 しやす

いとい う面が ある。

・一業界(日 本 電子機械工業会)と は言え、国 内商取引事情 に即 しての取引データ交換で

実績 を作 りつっあ る点を考慮す ると現実を反映 して いる。

・項 目数 の制限(239種) 、漢字項 目の扱 い等 につ いて、その使用法を明確 にすれば、

日本独 自の問題 も比較的短時間で解決で きる。

・現状では一業界の標準規格であ り、他業界で の検証が必要であ る。

・国内取引にはEIAJ標 準、国際取引 にはUN/EDIFACTと い う使い分 けをす る

必要が生 じて くるであろ う。 しか し、一企業 の業務処理か ら見 ると現実的には、以下の

よ うな形態 とな るため最適 とは言 えないまで も大 きな問題 は発生 しないと思われ る。

企 業

⇔⇒EいJ⇔ ⇒

国内

業務処理 ぐコ⇒

トランスレーション

ソフトウェア

一

通

信

プ

ロ

ト

コ

ノレ

∈

/ 国内

取引先

〕
,'、 、

'、
'、

'、

.乙三

データ

の連携

処理

'こ:

、'
、'、'

、、,'

》.

::'

国内 と国 際 は業務的 に別れ てお り

一旦、業務処理 レベルでのデ ータ

の連携が あると考 え られ る

ぐコ⇒国際

業務処理

ぐ⊃⇒ トランスレーション

ソフトウェア

ぐコ⇒ BDIFACT

く

/ 海外

取引先

》

図4-1EIAJ標 準 とUN/EDIFACTの 使い分けの形態
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(3)JIS原 案の条件

JIS化 され た シンタ ックスルールが具備すべ き条件 について述べ る。

・業界横断的 に利用 され る規格でなければな らない点を考慮す ると、欧米での実例 を見て

も可変長方式 であ る必要がある。 この点か らも、現在流通業界等で一般的 に使用 されて

いる固定長 フォーマ ッ トの規格 は、JIS化 原案の対象外 とな る。

・シンタ ックスルール、標準 メッセー ジ、デ ータエ レメ ン ト・デ ィレク トリーで体系化さ

れ た規格であ る必要 がある。但 し、 この ことは全てがJIS化 されなけれ ばな らな いこ

とを意味す る ものではない。

・ 「漢字 」、 「カナ文字」に対応で きる必要があ る。

・実 際の活用での有効性や問題点を明確にす るために も試行(ト ライアル)を 通 して各業

界で評価 され た ものである必要があ る。

4.1.2標 準化 の範 囲

ビジネ スプ ロ トコルの標準化 を進めるには、標準 メ ッセー ジ、デー タエ レメ ン ト・デ ィレ

ク トリーと必要項 目を実体の メッセー ジと して組 み立て るシンタ ックスルールを三位一体 と

して標準化(必 ず しもJIS化 するとい う意味で はない)す る必要がある。

しか しなが ら、 シ ンタ ックスルールが標準 メ ッセー ジ、データエ レメ ン ト・デ ィレク トリ

ーか ら技術的 に独立 しているな らば、 シンタックスルールを先 に標準化 する ことで標準 メ ッ

セージ、 データエ レメ ン ト・ディレク トリーの標準化 、 しいてはEDI普 及 の牽 引者的役割

を果たす と も考え られ る。

4.1.3今 後 の取 り組み と課題

(1)JIS化 の タイ ミング

各業界において企業 間のデータ交換(EDI)の 稼働又は検討が進んで いる現在、早 い

時期に標準化 を行 い、統一性 を図 ることが、今後 の業界横断的EDIの 進展 を容易 にする

と考え る。拙速 なJIS化 は極力避ける必要 はあ るが、国内におけ るEDIの 経験 は、か

な りの レベル に達 しているため、業界相互の連携 ・協力によ り標準化 を図 り、試行期間を

通 して標準化仕様 の フィー ジビ リティ検証 を実施 して い くべきであ る。JIS化 まで至 ら

ないと して も、最低 で も、 シンタ ックスルールの推奨 モデルを提出す る必要 はあろ う。

標準 メ ッセ ージ、デー タエ レメ ン ト・デ ィレク トリーの標準化 は、業界単位 の積み上げ
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か ら業界横断的標準へ とい うステ ップを踏むべ きであ ると考え る。

(2)周 辺整備

①EDI規 格の運用管理

EDI標 準は、その規格が業務 と密接 に関連 しているため、規格の追加 ・変更が発生

す る。EDI規 格の維持管理 のため事務局機能を持 った専任組織や各種検討 を行 う有識

者で構成 された委員会組織 の設 置が必要 と考え る。

② トラ ンス レー ション ・ソフ トウェア

現在、企業 内あ るいは企業 間のデータ交換に対応 した情報処理 システムが各企業で構

築 されてお り、 これ らの業務処理が扱 うデー タは、通常固定長 の固有 フ ォーマ ッ トであ

る。従 って、EDIを 行 うには、ユーザ固有 フォーマ ッ トか らEDI標 準へ変換す るた

めの トランス レー ション ・ソフ トウェアが必要である。

最近 の欧米のEDI進 展状況や我が国 のEDIへ の関心 の高 ま りを背景 に、ベ ンダー

がEDI市 場を睨み、 トランス レー シ ョン ・ソフ トウ ェアを提供す ることは、間違 いな

い と考 える。 この場合、我が国の トラ ンス レーシ ョン ・ソフ トウェアは、JIS版ED

I規 格 に合致 した形で、当然 、 「カナ ・漢字」対応版 と して提供 され るで あろう。

4.1.4ま とめ

EDIの 標準化対応(JIS化 、推奨モデル等)が 、JIS化 は時期尚早 とい う判断を含

めて現状の ままの速度で進む とす ると、各企業のEDI(全 てのデータ交換)は 当面、図4

-2の よ うな実現形態にな ると考え られ る
。

この場 合の問題点は、各企業 は複数のEDIパ ターンに対応する必要が生 じるため、 シス

テム面か らす ると効率的に最適 とは言えない。

過渡期 として(も しか した らかな り長期 に渡 って)必 要 な経験で あるか もしれないが標準

規格制定後 の移行 には、かな りの時間 と労 力を要す るで あろう。従 って、標 準化 は早ければ

早 い程良 く、 システムの効率性、使用性 、保守性等か ら見 るとISO9735ベ ースが良 い

と考えるが、我が国特有の商習慣等 を考慮 して、各業界の コンセ ンサ スを得 る必要がある。
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4.2標 準化推進 の観点

4.2.1企 業 におけるED1の 現状

私 たちの企業において、EDIと いう言葉 は使用 しないまで も、EDIに 属 すると思われ

る電子取引やデ ータ交換 は古 くか ら実現 されてい る。 しか し、 これ らのいわゆ るEDIは 、

一般 的には標準化が全 く意識 されて お らず、各 々の企業、各 々の業務によ って実現 して いる

に過 ぎない。特 に、系列化の進 んで いる企業で は、系列傘下の各企業がすべて一 つの企業 と

同様に扱われて いることが多いが、複数の親(取 引)会 社を持つ中小企業 も決 して少 な くは

ない。そ して、 これ ら複数の親(取 引)会 社 を持 つ企業で は、系列 と業務 の組合せで複雑 な

EDI対 応を強 い られているのが現状であ る。

(1)国 内取引に関す るEDI

国内取引で は、実際面で系列化 の色彩が強 く、それ ぞれの業務(取 引内容)に よ って異

なる固定長のフ ォーマ ッ トを用いている。 このよ うに、固定長 フォーマ ッ トを用い ること

によ って、電子取引 も従来 の磁気媒体によるフ ァイル変換 と同様の感覚で取 り扱え、企業

間の システムが完全 に一体化 されて運用 され るな ど、過渡期 の システム化において は非常

に都合のよい もので あった。

(2)海 外取引に関するEDI

海外の企業 との取 引に関 して も、基本 的には国 内の企業間取 引と同様であ る。 しか し最

近で は、海外の独立 した系列外 の企業 との取引が増え、各 々の フォーマ ッ トでの取 引を要

求 され ることが多 くなって きている。

米国において はANSIX.12で 、欧州で はODETTE、UN/EDIFACT

などを指定す る企業が多いが、 これ らの各海外企業で は、企業内で は従来の独 自の固定長

フォーマ ッ トを使用 し、企業か ら外 に出るときに標準化 されたルールに従 って トランス レ

ー トしているようである。

4.2.2EDlに 関する標準化の必要性

これまでは、それぞれの企業がそれぞれの方法を用いて企業 間取引を行 って きたが、ネ ッ

トワー クを中心 とした国際的なグローバル化が進 むなかで、ます ますEDIに 関す る標準化

の必要性が増 して くる もの と思われ る。

(1)脱 系列化

従来の確固たる企業系列化 は、今後はよ り柔軟 な もの にな ってい くことが予想 され る。
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それぞれの企業 は、お互いに商品力を強化す るなかで独 自性を見いだ し、自分た ちの取引

先 を 自由に選択す るよ うにな ってい くであろう。 この時代で は、取 引のある企業間が親 と

子 の関係ではな く、全 く対等 な関係で多 くの企 業間取引が 行われ るよ うになると思われ る。

(2)国 際化(グ ローバル化)

国際的 にも同様であ ろう。 グローバル化の波は企業間取 引に も大 きく押 し寄せて くるも

の と考え られる。国内外の取 引の差 はほ とん どな くな って い くだろ う。貿易の 自由化、取

引の 自由化、それ に加 えて各国の規制や制約が、私たちの業務をよ り複雑 な ものに してい

くだろ う。そ して、標準化 されていない異 なった企業間取 引の方法が、私 たちの業務の大

きな障害 にな って い くことは火を見 るよ り明 らかなのである。

(3)重 複投資の排 除

企業が、多 くの他の企 業 とも取引を行 うようになって くると、それぞれが非常に多 くの

無駄 な投資を しなければな らな くな って くる。取 引先に応 じてデ ータを トラ ンス レー トし、

それをまとめて処理にっなげた り、それぞれの企業に異 なった形式のデータを準備 した り、

国内外を問わず全 く無駄 な投資をす ることにな って しま うのであ る。標準化を進 あ ること

によ って、 これ らの重複投 資を排 除 し、国全体 の効率化を進めてい くことが重要 な課題 と

なるであろ う。

4.2,3シ ンタ ックスルールの標準 化につ いて

EDIの 標準化で は、幾 つかの範 囲に亙 っての取決めが必要であ るが、当面 は、JIS化

の範 囲と して我が国の文化 にあった シンタックスルールのみを対象 と して もよいので はない

か と考え る。 もう少 し広 く標準化の経 験を積んでか らその他 に も範囲を広 げて いった方が、

よ り現実的だ と考え るか らで ある。

EDIの 標準化 は、私 たちの企業 に とって ますます深刻 なほどに必要性 が増 して くると思

われ ることか ら、標準化 はで きるだけ早 い方がよい。

(1)現 状の問題

①UN/EDIFACTに 関す る問題

米国や欧州のEDIの 現状を見 る と、必ず しもUN/EDIFACTで 統一 されている

わ けではないよ うで ある。相変 わ らず米国ではANSIX.12が 主流だ し、欧州で も

UN/EDIFACTに 取 り組んで いるところ もあればODETTEを 採用 してい るとこ

ろ も多 い。英国の例で は、現在UN/EDIFACTへ の移行 を進 めているが、注文取引
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だけというよ うに取 引内容を限定 した使 い方を して いるところ もあ る。

この他に も、UN/EDIFACTシ ンタ ックスル ールがISO9735に 登録 された

とはいえ、まだまだ実用化 に向けて多 くの課題が残 されていることは、 これ までの我 々の

討議 によって も明白 とな って いる。

とくに、我が国において は、商取 引の慣行上 や言葉の問題 など、国外に比べて多 くの問

題 も抱えているのであ る。 これ らの問題 をUN/EDIFACTに どのよ うに取 り組んで

いくか、ISO9735のJIS化 にはまだ幾 つかの難問が残 されている。

② 標準化への疑問

EDIに 関す る国 レベルでの標準化 にっ いて、私 たちはまだ まだ経験に乏 しい。EDI

に限 らず、 この種の標準化 については極端 に経験の少 ない分野で あろう。 また、業界 内で

の一般 的な標準化 にっいて も最近では少 しずつ実現化 されて きているとはいえ、全体的 に

は、欧米 に比 べはるか に程遠 い ものがある。 また、業界別のEDIに ついてだけ考えてみ

て も、まだまだ実用化の レベ ルに到達 して いるとはいえない。

この様 な状況でEDIに 関す るJIS化 を進めてい った と して も、本当の意味で使われ

るものになってい くか疑問で ある。

② 標準 化実現のための課題

① 企業内、業界 内での標準化 の推進

国際的な標準化 を進 めるに当た って、まず企業内での標準化 が最優先であろ う。企業が

グループ化 されてい る場合 は、 グループ内での標準化が必要であ ることは言 うまで もない。

そ して、各企業 と企業 とを結 ぶ業界 内の標準化 も推 し進 あてい く必要が ある。企業内 と企

業間(業 界内)、 そ して国内(業 界 間)と 国外の標準化推進 は分 けて考え るべ きであろ う。

分けて考えた方がよ り現実的であ り、実害が少 ないか らで ある。

しか し、企業間、あ るいは業界間の標準化を考え るに当た って、一つの標準的な取 り決

め(モ デル)が あればそれ に越 した ことはない。 それ によ って、お互いのイ ンタフ ェース

が明確 にな り、無駄な投 資を少 しで もな くす ことがで きる。具体 的には、国際的なEDI

にはUN/EDIFACTを 、国内のEDIモ デルにはEIAJ標 準的な ものを採用すれ

ばよい。

② 標準化推進機関 の設立

最終的には、国内、国際の二 つのEDI標 準を用意 することにな るが、 これは、国 とし

ての標準に定め る(JIS化)必 要があ る。 これ は、企業の大小や取 引上の強弱を問わず
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公平 な取 引を実現 させ るためであ る。そのためには、標準化の推進 について、国 レベルで

の強力な業 界指導が必要であ り、そのための推進機関の設立が急務である。
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4.3国 際協調の観点

4.3.1標 準化 につ いて

シンタックスルールの性能 は、標準 メ ッセー ジの要件 によ り左右 され るため、その評価は、

標準 メッセージが開発 され た時点でなければ し難 く、最終 的な評価 は使用実績 によ らなけれ

ばならない。性能評価による選定を行 う限 りにお いて、ほぼ開発が終 了 して いることは必要

条件である。

この点 において、UN/EDIFACTは 未だ技術 的評価がで きる段階 まで来てい るとは

言 い難 いと思われ る。よ って、標準 と して重要視 されて いるUN/EDIFACTの 評価を

除いた標準化は時期 尚早であ ると言 わざるを得ない。

一つの考え方 と して各種ルールが乱立す る前に標準 を制定す る必要だ とい うこともあるが
、

その場合 には、政策 的な面を除けば既存あ るいは開発 中の各種 ルールを調査 ・検討す るに し

て も、新たなルールを開発するこ とが原則 にな る。勿論 、結果 として既存あ るいは開発中の

ルールと同一 あるいは類似の もの となる可能性 もあ りえ る。いままでの検討 では、 このよ う

な独 自のルールを開発す る方 向は取 らなか ったが、それ は、国際的適合性 の要請が非常 に強

い こと、国内的 にもEIAJ標 準の策定作業がかな り進んでいること、時間的制約等のため

であ り、 この方針は決定 したルールを実際普及 させてい く上で も現実的な方法で あると考 え

る。

4.3.2シ ンタックスルールの国際性 について

正式な選定 には至 らなか ったが、標準化 され た シンタ ックスルールには漢字の使用が、是

非 とも必要であ るに間違 いはないが、そのために、あ る意味での国際性 を逸脱 しない ことも

大切である。あ る意味で逸脱 しない とは、取引両者 間で使用 される言語 ・文字のためのルー

ルが、国 際的に認知 されてい る処理 で国際的に用い られ る言語 ・文字 も処理で きるとい うこ

とである。

例 えば、UN/EDIFACTを 基本 に して、漢字が必要な項 目の8ビ ッ ト用のエ レメ ン

トと1対1に 対応す る国内用漢字 エ レメ ン トを、 もとのルールで許 され る範囲で一意的 に決

め ることによ り実現 され ると考え られ る。

以上の ような条件を満たす限 りにおいて、その シンタ ックスルールの国際性 は充分満た さ

れ るといえ る。
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4.3.2ま とめ ～ 今後 の対応 について ～

今後、国際取引においてはUN/EDIFACTが 主流 にな って い くことは、 ほぼ間違 い

のないことと考え られ るが、その時、国内取引の標準を どの様 に決めてお くかの判断は、求

め られているル ールの国際性 との関係において大 き く左右 される。国際性 を強 く意識 すれ ば

特段の支障がない限 り、UN/EDIFACTを 基本 とした標準を制定 すべ きであ る。今 ま

で検討 してきた限 りにおいては、UN/EDIFACTを 基本 とした場合 、特段の不都合 は

見当た らず本ルールが現 時点で有力な候補であることに間違 いない。一方、EIAJ標 準 に

ついては、そのルールが 国際的でない点を除けば、特段 の不都合 は無 く、 日本国内取 引の適

応性 は当然UN/EDIFACTよ り優 っていると思 われ る。

従 って、最終 的に標準 をどち らを基本 として制定 するか は、UN/EDIFACTの 持 つ

国際性 とEIAJ標 準 の持つ 日本国内取引の適応性 と、どち らが優位 にたっかによる と考 え

られ る。

よ って、今後の検討 はUN/EDIFACTの 国際的普及状況および開発状 況を見守 りつ

つ、その性能評価を行 うと共にEIAJ標 準 について は、その開発が比較的進んで いること

か ら実使用 され、近 い時期 にその評価が定 まることが期待で きるので、その評価 を もって両

者の比較検討 を行 い最終結論を出す ことが妥当 と思われ る。
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4,4現 実的な標準化の推進(1)

4.4.1JlS化 への アプ ローチ

シンタックスルールの標準化にっいて は、以下 の様ない くつかのアプローチと問題点があ

る。

(1)UN/EDIFACTシ ンタ ックスルール(ISO9735)を 、そのまま我が国のJ

IS標 準にす る。

・ISO9735は 、既存の国内の業 界標準 シンタ ックスルールに比較 して複雑で あ り、

これの理解 と普及には相 当の努力 と徹底が必要 である。

・従 って、国際間のEDIに はISO9735を 遵守 し、国 内の取引では 日本の取 引慣行

に準拠 した シンプルな シンタ ックスル ールを求める声 もある。

・更 に、 日本独 自の 「漢字 」を使用 した取引データ交換が、住所、氏名、社名等の項 目に

おいて必須にな ってい ることも影響 してい る。

・ISO9735をJISに 採用 した場合で も、 カナ、漢字の使用が可能 になるよう、工

夫す る ことが必要で ある。

・JIS化 の タイ ミングと して は、現在 のISO9735が まだ充分 に利用 されて いない

(そ れは、 スタンダー ド・メ ッセー ジの標準化が まだ進んで いないため、実例が少 ない

ことによる。)の で、今後の動向を見極 めた上で決定 した方が よい。

・同様 に、米国が自国の既標準であ るANSIX.12を 捨 てて まで もUN/EDIF

ACTへ 移行するのかど うか もウオ ッチングしてゆ く必要が ある。

(2)新 たにJISと して我が国 に適 した シンタ ックスルールを開発す る。

・理論 的にはこの方法 もあ るが、現 時点 にお いては以下の点で難 しい と思われ る。

・国際標準であるISO9735に 準拠 しない独 自の シンタ ックスルールを構築するとい

うアプ ローチ自体が、国内、国外の関係者 に受け入れ られ ない環境 にあ る。

・実質的には、ISO9735か らの アプ ローチか、EIAJ等 すで に国内の一部業界標

準 にな っているシンタ ックスルールをベースに したJIS化 案 の検討のいずれか、即 ち、

(1)か(3)のアプローチが現実的で あろ う。

(3)EIAJ(日 本 電子 機 械 工 業 会)の シ ンタ ックス ルー ル をベ ー ス と したJIS化 を はか

る。

・EIAJシ ンタ ック スル ール は基 本 的 に はUN/EDIFACTか らの 導入 で はな く、
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独 自の コンセプ トで構築 された一業界のス タンダー ドである。

・しか し、両者を比較 分析 した結果、可変データ ・フ ォーマ ッ トを前提 としたその シンタ

ックスルールはかな りの共通性を もってお り、相互の コ ンバー ジョンも可能性があ るこ

とがわか った。

・細かい点で はEIAJシ ンタックスルールの一部の拡張、修正(デ ータ項 目の種類のM

AX239の 拡張、漢字項 目の取扱い、数値項 目の符号、小数点表示の改定等)が 必要

にな って くる。

・このよ うに、現時点で はEIAJシ ンタックスルールは国際標準 に最 も近い国内標準で

あ る。

・但 し、EIAJ標 準 を一業界(日 本電子機械工業会)の ローカル標準 とみ る業界 もある

ので、JIS化 に当たって は他 の業界に も充分に検討 して もらうステ ップと体制が必要

であろ う。

(4)す で にEDIを 実施 している、固定長データフォーマ ッ トをベースと した業界の標準 ル

ールの取扱 い
。

・我が国ではEDIが 流通小売業を中心 と したメーカー、卸間の受発注か らス ター トして

お り、すで にい くっかの業界標準 といわれる ものが存在 している。

・それ らの殆 どが固定長デー タフ ォーマ ッ トをベース とした シンプルな標準ルールを採用

してお り、その普及状況、定着状況 はかな り広範囲にわ た っている。

・これ に対 して、JIS化 のベースと しては、世界の潮流で ある可変長 データフォーマ ッ

トを考慮す るのが前提であ り、少 な くとも現状の固定長 デー タフォーマ ッ トを基準に し

たJISは 難 しい。

・但 し、仮 にJISが 確立 された として も、それ は 「新幹 線」 としての位置づ けで あ り、

「在来線」 にあた るこれ らの標準ルールは しば らく並行 して存在す ることになろ う。

・従 って、JISは 今後新 しくEDIを 構築す る業界の指針 と しては重要な役割 を果 たす

ことになろ う。

4.4.2EDlの 推進 に伴 う標準化関連 の問題

標準化の推進 につ いて は、以下の問題を解決す る必要があ る。

(1)全 業界を調整 し、統制す る管理機関の設立
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・我が国のEDIの 推進 は、今 までの ところ業界単位で行われてい る。従 って、業界 を越

えたJISの 検討 と推進 にっいては、全業界の調整を行 う機関が先ず必要 であ る。

・また、JIS制 定後 の維持管理 の機関 も重要 な役割を もっ。

(2)標 準化の範囲

①標準化の範囲 と しては、以下の項 目が必須になる。

・ シンタックスルール

・ 標準 メッセー ジ ・フ ォーマ ッ ト

・ データエ レメン ト

・ 諸 コー ド

② しか しJIS化 の範囲 と しては シンタ ックスルールのみでよい と思 う。それ以外 の項 目

にっいては、国 レベルの管理 と業界 レベルの管理に分 けてそれぞれの管理機関によ り運

営され る必要がある。
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4.5現 実的な標準化 の推進(2)

シンタックスルールの標準化の 目的は、 日本のEDIを 発展 させ るための イ ンフラ整備で

あ り、デー タエ レメン ト、標準 メ ッセー ジと共にEDI規 格の第2レ ベルの標準 と して 、真

に実用的な ものでなけれ ばな らない。.電気事業連合会では、昨年秋、EDIが 非常 に進展 し

ている米国の企業、ベ ンダー、推進団体等 を訪問 し、その状況を調査 したが 、

① ビジネスプロ トコルの米国標準(ANSIX.12)が 関係す る各業界団体の熱意 と

努力によ り制定 され、業界 を越えたEDIに 非常に貢献 して いること。

②標準の整備 に併せて、変換 ソフ トウェア(ト ランスレータ)が ベ ンダーか ら豊富 に提供

されている こと。

③第三者 的な立場の、EDIネ ッ トワーク事業者のサー ビスが充実 している こと。

④業界を越え た中立的な団体が、積極的 にEDIの 推進活動を展開 している こと。

な ど、長年にわた りEDIを 支え る基盤整備 に努力 した結果、その推進が図 られた ものであ

った。

一方 日本のEDIは
、過去数年の間に欧米 に迫 る勢いで普及 して きているが、その中心 は

系列企業間など業界内取 引であ り、 これが そのまま、 ビジネ スプ ロ トコルの業界標準 を増加

させ ることに繋が ってい る。

このような状況の中で、 シンタ ックスルールの標準化につ いて委員会に参加 し検討 を重ね、

結 果的には実用性、国際協調の どち らを取 るかの政策判断が論議の中心 にな って、結論が 出

なか ったが、私 自身の標準化 に関す る意見 は次の とお りで ある。

① 前述 したよ うに、国内で は ビジネスプロ トコルの業界標準が ますます増加す る傾 向に

あ り、 この増加を防 ぐには、早期普及 の可能性を持 った、核 となる標準 の登場が必要で

ある。EIAJ標 準 は トラ ンス レータのベ ンダーか らの提供や、 カナ ・漢字の拡張性 も

考慮 された実用的な標準で あ り、国内EDIで 核 となる標準の要件を満 た している。

従 って、 日本の国内取引 にお いては、EIAJシ ンタックスル ールを基本 にJIS化

を進あ るべ きであ る。一方、国際標準で あるISO9735は 、国際取 引に使 うよ うな

標準の使 い分 けをす るほ うが現実的 と言え る。

この場合、国際協調 を問題視す る意見 もあ るが、'ISO9735を 日本仕様に変更 し、

システ ム的な互換性 をな くした標準 だけの協調を図るよ りも、国内に多数存在する業界

標準を、早期 に整備す るほ うが真の国 際協調に繋がると考え る。

②JIS化 の時期 はで きるだけ早 い方が望ま しいが、各業界の意見が異 なる現時点で は、
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EIAJ標 準 を核 に、 コンセ ンサスの得 られ た業界 グループ内で適合す るよ う改善を加

えた後 、実績 を積む などのステ ップが必要 になろ う。

③ 将来 の目標 として、全世界 がUN/EDIFACTで 統一 され ることを目指すの は重

要であ り、EDIFACTボ ー ドを通 じて、漢字使用等 日本の意見 ・要望を国際的 な検

討の場 にあげる努力 も必要で あ る。

この結果、UN/EDIFACTと 日本の標準(JISで はない可能性 もあ るが)が

一本化で きれば理想であ るが
、不可能な場 合は、容 易に変換で きる しくみ作 りが検討の

対象になろ う。 もっ とも、国内取引のEDIメ ッセー ジが 、その ままの形で国外 のED

Iメ ッセージとして出てい くケースが どれだけあ るかを調 べるのが先決であ ろうが。

いずれに して も、国際標準 との整合(標 準だけの整合でな く、EDIメ ッセー ジ自体

の互換性 を指す)は 長期的な課題 として位置付 け、検討すべ きであ る。

今後、 ビジネスプ ロ トコルの標準化に関す る同様 の検討を行 う場合 には、 「日本のEDI

を真 に発展 させるには何が必要か」か らアプローチすべ きであ る。

またぐ検討の体制面について は、 より多 くの業界が参加 し、 これをサポー トす るための事

務 局の強化 も当然必要にな る。
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4.6シ ステム効率の観点

4.6.1ガ イ ドラインの必然性

EDIに おける標準化 は通信 プロ トコル とビジネ スプロ トコルに大別 され、 ビジネ スプ ロ

トコルの検討範 囲 として

・シンタ ックスルール

・デー タエ レメ ン ト

・標準 メ ッセー ジ

・各種 コー ド

が挙げ られ る。 この中で シンタックスルールのみを標準 と して制定 して も実際 には当事者 間

での多 くの個別取 り決めが必要になるが、 これ ら全てを標準 として制定す るには多 くの労 力

と時間を要す るの も事実である。

現在、各種業界 において標準化 の動 きが加速 されてお り、 これ は 統 一標準'制 定 とい う

見地か らす ると重要な ステ ップとなる。統一標準検討の段階で全 く個 々の企業の実態か らス

ター トす るよ りははるかに効率的なアプ ローチと考 えるか らであ るが、逆 に業界 とい う単位

で認め られ た標準 はその統一の段 階で は各 々の基本的考 え方が全 く異 な って いると足枷 とな

り、なか なか コンセ ンサスが得 られ ない ことにな って しまう。

データエ レメ ン ト、標準 メ ッセージ、各種 コー ドにっいては、業界固有の もの は全体の

中でサブセ ッ トとして考 え る、あるいは全体 と して有用な不足分 は後で加 えて い くことが可

能であるが、 シンタ ックスルールは基本的な考え方 として早期 に(業 界標準検討の段階で)

そのガイ ドライ ンが示 され る必要が ある。

シ ンタックスルール はデータ内容 その もので な くその表現方法であ ることか ら、業界毎の

特殊性 に左右 され ないので統一的なガイ ドライ ン設定は充分可能であ ろう し、業界毎 に全 く

独 自なルールを作 ることによ り後 々の統合化が不可能になるよ うなことは防 ぐべき と考え る。

また、標準 メ ッセージの考 え方 もあ らか じめ例示 して い くことは、各業界の標準化 の効率

を高め ることになろ う。但 し、JIS化 について は、現在、多 くの業界標準 が検討 され てい

る段階であ り標準化第一 ステ ップの模索状態 といえ るので、 この実績を待 ち、各 々の経験 を

踏 まえた上で の検討を経 て コンセ ンサスと して制定すべ きであろ う。
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4,6.2日 本標準 としての対応案

(1)日 本国内標準 と国際標準の二本立て使用 とす るか

一日本の標準 とする以上
、国際標準 との対応 関係 は維持 したい一

国際標準(準 拠)に 統一 したい

二つの標準があ ることによ り

・対海外 とのEDIで はAppli .と の変換が二重 に必要

・各企業において二つの標準を用意 し、使 い分けが必 要

・Versionupし てい くにっれ、二つの標準間の変換が困難

になる:n×m通 りの変換

(国 内でn通 り、国際でm通 りのversion)

(2)商 慣習等 の違 いによる標準 メ ッセー ジの過不足 について

国際標準の中のサ ブセ ッ ト(業 界標準的な

要に応 じて設定(登 録要?)

`ナ シ
ョナ ル標 準')と して必

(3)日 本語対応について

国際標準のセ グメ ン トと して 日本語(外 国語)用 のセグメン トを加 えて対応す ることと

し、実 際の使用時には各 トラ ンス レー ション ・セ ッ トにおいて従来のセ グメ ン ト構成 にオ

プ ションとして加 えて使用す る。(図4-3参 照)

① 案 一1

日本語の可能性が あるエ レメ ン トを含 むセグメ ン トに対応 して各 々セグメ ン トを用意す

る。

② 案 一2

日本語仕様 のためのフローテ ィング ・セ グメン トを設定 し、必要 に応 じ従来の各セグメ

ン トの直後 に加えて使用する。

*両 案 と も、 日本語用 セグメン トは従来のセ グメン トの代 わ りと してではな く、オプ ショ

ンとして加えて使用す る。

これ によ りセ グメ ン ト単位のハ ン ドリングが可能 とな り、国際標準用の ソフ トウ ェアの

利用 を維持 しつつ 日本語対応を図 りたい。(図4-4参 照)
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既存の国際標準+

SEGMENT

日本 語 用

SEGMENT

(新 設)

(以 下 、ANSI

案 一1

X.12を 例 に記述)

Nl・□ ・懇 ・[]*口N/L

んN職
珍
…

*口*口*XlN

1・言 語 サ ブ コ ー ド

:・言 語 コ ー ド

PID*[・[・ 口 ・口 ・獺霧

日本 語 対 応SEG.

(NISeg.対 応)

肌灘*口*口*XIP

*口N/L

日本語 対 応SEG.

(PIDSeg.対 応)

案 一2

Nl*□ ・1垂 *口 ・口N/L

NTX・ 国 ・口 ・口*羅 郵/L 日 本 語 対 応SEG.

(FloatingSeg:NTX)

i:・ 言 語 サ ブ コ ー ド

:・言 語 コ ー ド

・先 行Seg
.の 該 当ElementNo.

PID*□ ・□ ・□ ・□*醗 鱒

帆
影

診羅*口*口*国*XTN

・口N/L

日 本 語 対 応SEG.

(FloatingSeg:NTX)

図4-3日 本語対応案
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appli.

format 一

既 存 の

conversion

ソ フ トウ ェ ア

国際標準

format

i…… 日本語対応 ソフ ト

図4-4国 際標準用 ソフ トウ ェアとの関係
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4.7国 内標準 と国際標準

電子工業界の一 企業でEIAJ標 準(社 団法人 日本電子機械工業 会EDI推 進 セ ンター

が平成元年5月 に制定 したrEIAJ取 引情報化対応標準」)を 実際に使用 している担 当者

と しての個人の意見を以下 に述 べる。

4.7.1JlS化 原案 について

(1)JIS化 原案

EIAJ標 準 とUN/EDIFACTの2標 準をJIS化 原案 とす る。EIAJ標 準は

国内用、UN/EDIFACTは 国際用 と し、利用者が使用 目的によ って2つ の標準を使

い分 ける。(図4-5)

① 国 内用標準

・国内取引での使用を 目的 とす る。

・EIAJ標 準をベ ースに業界横断的に使用で きるよ う機能拡張 した標準。

② 国際用標準

・国際取 引での使用 を目的 とす る。

・国際標準であるUN/EDIFACTを モデ ィフ ァイせず和 訳 した標準。

J・SED・ 一 ⊥

国 内 用 オ票 準

国 際 用 標 準

図4-52標 準のJIS化

(2)国 内用標準につ いて

①EIAJ標 準 をベ ースとす る理 由

・国内での取引に必要 とされ る漢字、カタカナ、ひ らがなの2バ イ ト系文字の使用が可能

で ある。(現 在のEIAJ標 準で は2バ イ ト系文字 を使用 して いない。)ま た、UN/

EDIFACTが 同要 件を満 た して いないの も理 由の1つ にあげ られ る。

・交換業務を正確かっ効率的 に行 えるよう、 レングス ・タグ方式 を採用 している。

・業界内で は普及が進み、標準 と しての実績をあげて いる。
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② 標準化の留意点 ・課題

・項 目数の制限(239種)を 緩 和する。

(EIAJで は、タ グ等の拡張方法を検討 して いる。)

・実質的な問題 とは思 わないが、各データ長が255バ イ トに制約 され る。

・漢字使用時は、 コンピュータメーカーによ り異 なって いる漢字 コー ドが問題 とな る。

・業界横断的に普及 させ る為、各業界の積極的なJIS化 支援 が必要であ る。

・国際協調の観点か ら、UN/EDIFACTと 関係付 けなが ら整 合性を確保す る。

(3)国 際用標準につ いて

①UN/EDIFACTを 標準 とす る理 由

・国際標準であ る。

・欧米の商慣習を吸収 して いる標 準である。

・国際取引は、UN/EDIFACTに 準拠す ることが明 白で ある。

② 標準化の留意点 ・課題

・UN/EDIFACTを 和訳 しただけの ものを標準 とす る。

(へ たに手を加え ると3つ の標準が存在す ることになる)

・繰 り返 しやネス ト構 造の暗黙 的解釈を認 めてい る為、交換業務での確実性 、効率性 に問

題があ ると考え られ る。

・国内での取引に必要 とされ る漢字 、カタカナ、ひ らが なの2バ イ ト系文字の使用がで き

ないが、要件が満 たされれば国内用標準 としての使用 も可能 とな る。

(4)標 準が2つ 存在す る ことについて

国内取引 と国際取 引の両要件を満たす既存 の標準 は存在 しない。それぞれの要件 に最適

と思われ る2標 準 を標準 とす ることが現実的で あると考え るので、あえて2標 準 とした。

利用者が各標準に対応す るには、利用者固有 のフ ォーマ ッ トか らEIAJ標 準やUN/

EDIFACTの フォーマ ッ トに変換(又 は逆)す る トラ ンス レーターを使用す るのが一

般的である。2つ の標準 が存在 して も トラ ンス レーターが1っ 増 えるに過 ぎないか も しれ

ない。

又、2つ の標準があ るとい って も、国内用、国際用 と目的が明確 になっている為、複数
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の標準 によ る混乱 は発 生 しないと思 う。

EIAJ標 準を普 及 させている業界 としては、rEIAJ標 準=UN/EDIFACT」

とな らない限 り複数の標準に対応せざ るを得ない。

4.7.2JlS化 の範囲 と時期につ いて

(1)国 内用標準 につ いて

ビジネ スプ ロ トコル(EDI規 格第2レ ベルの情報表現規格)全 体 をJIS化 対象 とす

る。JIS化 の時期 は、 ビジネスプロ トコルを構成す る3っ の要素毎 に設定 し、可能な部

分か ら段階的にJIS化 すればいい と思 う。

① シンタ ックスルール

・アプ リケーシ ョンやデー タか ら独立 しているので、比較 的JIS化 は容易で ある。

・シンタックスルールに関す る全ての項 目をJIS化 対 象 とする。

・JIS化 は、規格 案をEIAJに てモデル的に使用 し、あ る程度実績をあげてか ら行 う。

1～2年 後 まで には行 うのが望 ま しい。

② デー タエ レメ ン ト・デ ィ レク トリー、 デー タコー ド集

・各業界で共通 的に使用す る基本項 目のみを対象 とす る。基本項 目以外 は、各業界 で標準

化 し管理 する。

・各業界のニーズを吸収 しなければな らない為、時期 的には遅 くな ると思 う。 シンタ ック

スルールのJIS制 定後 、1～2年 後を 目途 にJIS化 すればいい。

・当面 は、現行EIAJ標 準 をモデルと して推奨す る程度で いいと思 う。

③ 標準 メ ッセ ージ

・業界横断的 に使用 す るメ ッセージのみを対象 とす る。それ以外 は、各業界で標準化 し管

理す る。

・デ ータエ レメ ン ト・デ ィ レク トリーと同時期 のJIS化 が望ま しい。

(2)国 際用標準 について

UN/EDIFACT全 体をJIS化 対象 とす る。JIS化 の時期 は、1～2年 後 でい

いと思 う。
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4.7.3JlS化 に関す る課題 について

(1)JIS制 定 まで

・JIS化 の具体的な計画や内容 を早急 に決定 し公表す る。

・JIS化 案作成か ら制定まで の間に、実際 に標準案を使用 したデー タ交換を試行的に行

い、標準案 の検証 を行 う。

(試行 はEIAJ等 のEDI化 が進んで いる業界で、実際の業務 にて行 うのが望ま しい)。

(2)JIS制 定後

・国内標準 に関 しては、業界横 断的な標準 となる為、標準の管理体 制以外に業界 間の調整

を行 う体制が必要である。

・常に最適 な標準 とす る為、定期的 に標準 の改廃 を行 う必要があ る。

・JIS化 されたEDI標 準をUN/EDIFACTの 整合性を常 に保たなけれ ばな らな

い。
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4.8海 運業界の意見

4.8.1結 論か ら

(1)シ ンタ ックスル ールのJIS化 について

我が国にお けるシンタ。クスルー・レのJIS化 に際 しては・UN/EDIFACTの そ

れ(ISO9735)を 原型の まま導入す るのカ・よい と考え る・虫食 い雌 で部分修正を

加え るべきで はない.但 し、原文(英 文)を 醜 語 に翻 す るときには・直訳で意 味が不

擁 な ものではな く、充 分咀噌(即 ち、シンタ ・クス導入 ガイ ドライ ンや メ・セー ジ設 言+

ガイ ドライ ン等 の関連文書を も併せて研究 し、内容を充分理解す る)し た上で適確 な 日本

語表現 とす る.腰 に応 じて齪 説 明を加えて、正確 に顛 が伝わ るよ う工夫す る必 要が

あ るむ

我が国固有の事情 、例 えば カナや漢字の処理等 について は・ このJISを 補足す るt`to

の文書 と して、別途 ・ガイ ドライ ン・を作成 し、 この中で・幾つかの具体的な方法 を紹介

す る.こ の方 法を採用す る場合、EDIを 設定 する当事者 間で取決めがなされ・ これを交

換協定/ユ ーザ ーマニ ュアルに記載す ることにな る・EDIと 言 えど も・アマチ ュ撫 線

の交信 とは違 って、不特定多数 と偶然の出会し、か らデー タ交雑 始め る訳で はな く・必ず・

事前の打合せを経て、交醐 定を取 り交わ して開設 され る ものである・従 って・ル ーノレに

醐 で きないか、 あるいはルー・レに規定 されて いないよ うな事項 につし'ては・当事者 間の

合意で決めることとな る.勿 論、 この種の特約が少 ないほど標 準化の理念に沿 うもので は

あ るが.現 に、ISO9735の 醒 文書である シンタ ・クス導入ガイ ドライ ン(R・530/

Rev.1)で は、交換協定/ユ ーザマニ ュアルの解説 にか な りの真数 を割 いている。

② デー タエ レメン トと標準 メ ッセー ジにつ いて

これ らのJIS化 は急がない方がよい。特 に、標準 メ ッセージの方 はJIS化 の対象 と

して醐 か どうか も検言寸す る必要が ある.シ ンタ ・クスルールの方が渡 制定 され ると比

鯛 安定 して いて変更が少ない ものであるのに対 して・ これ らは・まだまだ当分 の間変更

.修 正が続 く可能性が強 い.デ ー タエ レメ ン トや鮮 メ ・セー ジは・商取 引}こ直結す る分

野であ り、更 に時間をかけて調査 し、検討す る必要が ある・その間に開発 も進み・徐 々}こ

変更 ・修正 も少 な くな って安定 してい くもの と思 われ る。
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4.8.2海 運業界 の立場

海運業界、特に外航海運 として は、国内 とか国際の区別 はない。通常業務が、国際業務で

あ る。従 って、国際標準に対す る関心 は強 く、 これが その まま生業 に通ず る。海運業界 とし

て は、 シンタックスルールのJIS化 が実現 されよ うとされまいと、国際社会 に於いて企業

責任を果たすために、国際標準の動向に注 目 し、 これ を社内 システム業務 に取 り込んでい く。

勿論 、国際標準一辺倒ではな く、顧 客サー ビスのために必要 とあれば、国際標準以外の もの

(例えば、ANSIX.12)で も併せて導入す るなどの現実対応をす る。

4.8.3そ の他の見解

① 決 まらない ことを、決めよ うと して、決めなければな らない ことまて引 きず ることは、

避 けなければな らない。

② 決めなければな らないことを適 時に決めなければ、個別(部 分最適)の 標準が乱立 して

しまう。イ ンフラス トラクチ ャは全体最適の最 たる ものであ る。

③ シンタ ックスルールはインフラス トラクチャであ る。 これ 自体を戦略の対象 とすべ きで

はない。 ま してや、 ビジネスチ ャンスに搦めた思惑等の影響を受 けない判断が肝要であ る。

④JIS化 の対象範 囲を明確にす る必要がある。

・イ ンフラス トラクチ ャとして位置づ けてJIS化 の制定をすべ きもの

・ガイ ドライ ンに盛 り込むべ きもの、即 ち、当事者が これを参照 して 自己の責任で対処す

べ きもの

⑤EDIに 関す る標準化に於 いて は、本質的に国際協調の重視が強 く求め られて いる。我

が国 に対する諸外国の 目に も配慮す る必要が ある。世界の趨勢 を冷静に見て、大局的な観

点か ら判断をするのでなければ、非関税障壁やただ乗 りのそ しりを免れない。

⑥ シンタ ックスルールはアプ リケー ション ・イ ンデペ ンデ ン トを根本原理 として設計され
く

ている。 シンタックスルール は、 アプ リケー ションの影響を受 けない論理 の世界であ り、

EDIの 普及に先立 って制定 ・公 表 されるべ きものであ る。ISO9735は 、付属書を

含めてた ったの19頁 であ る。一方 、言語の文法 を シンタ ックスル ール との間 には共通点

が多い とは言 うものの、人類が 自然 発生 的に手 に した言語 の方 は、その普及 に先立 って文

法を制定 した ものではない。後 の世 にな って、識者が体系化 した ものが文法書であ って、

例外 も数多 く存在 し、分厚い もの とな って いる。

⑦ シンタックスルールは、その性格上 、総ての機能 を駆使 しな くて も、基本的な機能 の組
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合せだけで も、独 自の メ ッセー ジを構築す るとい う目的を達成することがで きる。必要 に

応 じ、より高度 の機能 も順次取 り入れることがで きるとい う、言語の世界に共通 した性質

も合わせ持 っている。 この ことは、英文法、 コボル言語の文法、JCL等 で経験済みであ

る。

⑧ 「JIS化 の調査 ・検討 」の委託者であ る工業技術院の スタ ンス(意 向、基本方針等)

を初期の段階で良 く把握 し、 これを各委員の共通認識 として、 これに沿 って作業を進 める

のが効率的であ ったのではないか とい う気が して いる。
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4.9JlS化 に際 して考慮すべ き事項

シンタックスルールの標準化(JIS化)に ついて、検討 を行 って きたが、JIS化 の必

要性およびその候補の選定 にっいて は以下 の3点 を前提 としていた。

① シンタ 。クスルールは鮮 メ ・セー ジ/フ ・一マ ・ ト・データエ レメ ン ト/コ ー ドとは

独立 して規定す る事が可能であ り、又 アプ リケーシ ・ンか らの影響 を受 けなし'技術的なル

ールと して規定で きる。

②_方 、EDIの 鮮 化 は、欧米で は国内 レベルでの鱒 化に加 えて酪 レベノレで も勒

られてお り、国際酷 として成立 した シンタ ・クス・レールISO9735に ついての我が

国 と しての対応を考え る必要があ る。

③ シンタ 。クスルールの鮮 化が 直ちにEDIの スムーズな雌 につなが るとは言 えなし'

ものの、いず れ制定 され るべ き ものであ り、EDI標 靴 の入・ として の議 は大 きい・

特 に企業内、撲 グループ内のEDIカ1大 半で・業界 レベルでのEDIに ついては・その

緒 につい鍛 階 と言われ る我が国の現状 に於 いて・多種類の業槻 格 を締 する手法 と し

ての シンタ。クスルールの呈示 は、将来 の業界徽 への発展 は もとより・現在進め られて

いる業 界 レベルでのEDIの 促進 に対 して も大 きなイ ンパ ク トにな ると考え られ る。

この前提 にたてば、 ごく自然にISO9735をJISの 候補 とす る方 向がでて くるが、

これをそのまま結論 とす るには、 まだ問題があ り、 しか もこの問題 は上記の前提 自体 に係わ

ってい る。

① について:

.技 術的なルールと して規定で きるとし・うことは・その評価 も技術的な面か らな され る必

要があるが、この点で のアプ ローチが まだ不十分で ある。

.効 率を考え場 合、標 準 メ 。セー ジとの関連で見 る必要が あ ることが指摘 されてお り同

感である。 この意味で はアプ リケー ションと必ず しも独立で はない。

使われない規格 とな らないため に も、判断の要素 として無視 で きない。

・国内事情 と しての、カナ、漢字 の扱 いを合理 的に解決 したい。

② につ いて:

.国 際間の取引について は国際鮮 力・必要であ り・かつ使用 され るべきである事 について

は意見 は一致 してい る。



一方
、 メ ッセー ジ/デ ータエ レメ ン トについて は取引の実体 に直接関係 し、商慣行(含

む、文字、言語等)と は切 り離せ ないため、国際標準のサブセ ッ トにす るに しろなん ら

かの形で国内用の標準 メ ッセー ジが必要 な点 について も同様 に一致 した意見 になってい

ると思われ る。

・シンタ ックスルールにっいて は
、国際標準=国 内標準 とす るべ きであると考えたが 、 こ

の論拠は、ルールは複数よ りも一つの方が良 い、国際協調の観点 か ら必要、の二点であ

り、暗に前述 のアプ リケー ションか ら独立 して規定で きることが前提 にな っていた。

目標 とす べ き事項で はあるが、選択のための論拠 として は説得性 に欠 けると言 わざるを

えない。

・欧米 にお けるEDI標 準化に実態把握が更 に必要 と思われる
。難 しい問題で はあるが、

で きるだ け客観的な情報が欲 しいところであ る。標準化を推進す る側 の調査だ けでな く

使用側の実態 も知 りたい。

③ について:

・当委員 が属 している石油化学業界についての業界横 断的 なEDIと は石油化学 メーカー

と商社 間の(受 発注 に関す る)EDIが 、個 々のメーカーと商社間の ビジネ スプ ロ トコ

ルでな く、N:Nの 取引に対 応 した共通 のプロ トコルで行われ る ことが一 つの 目標 と言

え る。

このための アプローチ として 「石油化学工業協会 ビジネ スプ ロ トコル」が昨年制定 され

たが、 これ は、まず メーカー側 の標準 をっ くり、 これを もって今後商社側 と具体的な調

整 を行 ってい こうとしている ものである。本プ ロ トコルの内容 についての詳細 は省略す

るが、900バ イ トの固定長で契約か ら注文、支払 いに至 る一連の取 引情報 に対す る標準

メ ッセ ージが用意 されている。

以下は私見 で、かっ感想 の域を出ないが、上記 の展開は固定長で も十分(?)可 能であ

り、その方がわか り易 く、効率的 とも思え る。

すなわち、900バ イ トの標準 メ ッセージに対 して各企業で使 うのは500バ イ ト程度 と想

定 され るが、 この程度の無駄 は、標準 メ ッセー ジを使 うメ リッ トに比べれ ば、我慢で き

るとい うことであ る。

これ は、N:Nの 取引 というよ りプロ トコル としては1:1で あるため当然の感想 とい

えるが、異業種間のEDIが 直ちに可変長のプロ トコルへの要求 には結びつかず 、現実

に取引を してい る業種間では標準 メ ッセー ジの設定が先決であるとい うことである。
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・これ は、可 変長 フォーマ ッ トの有効性、 シ ンタックスルールの必要性 を否定す るもので

はな く、そのメ リッ トを実感で きる状況がで きることが重要であ り、その ために は、上

記の様 な業種間のEDIが 数多 く展開 され ることが先ず必要 と思 われ る。

・シンタックスルールの必要性 につ いてのPRは 今後 とも続ける必要 はあるが、一方では

シンタックスルール自体が各企業 レベ ルでの アプ リケーシ ョンには直接影響 しないこと

について も理解 され るよ うに したい。
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4.10ビ ジネスプ ロ トコル標準化 のニーズ と問題点

EDIは 、発注、受注等 の商業に係わ る業務、輸送指図等物流に係わ る業務、 さらに官庁

への 申告、届 け出等の行政 に係わ る業務等、広汎 に亘 る分野で、従来の帳票/書 類を媒介 に

した取引遂 行の手段を、 コンピュータとコンピュー タを通信回線で結んで行 う方法に代替 さ

せて、究極 と しては、全 く人間が介在 する ことな く情報を交換 しよ うとす る、極めて実務 に

即 した情報処理 の技術であ る。

従 って、 ビジネスプロ トコルの標準化 も個別、具体の業務処理 に密着 した ものでな ければ

な らず、EDIの 対象業務の特徴を反映 して標準化を進め ることが一般 的であ る。 このため、

まず 、業界/業 種(官 庁 も含む)別 に ビジネスプ ロ トコルの標準化が取 り組 まれ、そ こで形

成 された標準が異なる業界/業 種 において も受容、使用 される(横 断的な)も の となれば国

内標準(JIS)と して制定 してい くとのアプローチが現実 的な方法 と して考 え られ る し、

欧米 におけるEDI規 格の確立の経緯をみて もそ うな ってい る。勿論、該当す るビジネスプ

ロ トコルがISO規 格 とな っている ものにっ いて は、行政を含め我が国の経 済 ・社会活動が、

益 々、 グローバルな もの とな ってい くことを考慮 し、 これを積極的 にJISと して導入 して

い くとの視点 も不可欠であ る。

ビジネスプロ トコルを構成す る要素に即 して考え るとき、可変長の シ ンタ ックスルールで

あれば、データエ レメ ン ト/コ ー ドに比べて業務/業 種の特 徴を反映 させ る必要性 はよ り小

さ く、国際標準ISO9735(EDIFACTSYNTAXRULE)を そのままJIS化 す るのが適当

と考え る。

そ して、 シンタ ックスルールを始 めと して、一旦、確立 された標準 ビジネスプロ トコルの

保守、管理 の機構/体 制 につ いて もJIS化 の検討の中で十分な討議が行われ ることが望 ま

しい。適切 な保守/管 理機関 による不断の ア ップデー トの体制が確保 され て初 めて、EDI

とい う極 あて実務的な情報技術が 自由自在 に駆使で きるとい うことも忘れ てはな らないポイ

ン トであ る。
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(1)EDI交 換協定(含 、国際的な協定)
EDI導 入の流れ

(2)EDI標 準 フ ォー マ ッ トと 自社 フ ォー

マ ッ トとの 整 合性(ビ ジネス・プロトコル) 一

(3)コ ン ピュー タ コ ミュニ ケー シ ョ ンに関

わ るイ ンター フ ェー ス

i大 一 〈業務/難 の特徴を反映させる腰 性〉 一 小i

デ ー タエ レメ ン ト

EDI(標 準)

メ ッセ ー ジ

⇔ シ ンタ ッ クスル ー ル⇒

TradeDataElements

Directory

(ISO7372)

⇒

☆JIS化 の検討

国際規格EDIFACT

(ISO9735)

一 標準 コー ド

☆業界別標準 ⇒ 業界横断的標準(=JIS?)

☆標準 コー ドの保守 ・管理 の機構 ・体制の確立が不可欠。

EDIは 、受発注、物品管理 、輸送指図等 の実務 に即 した情報処理技術であるため

その規格 も基本的には業務/業 種の特徴を反映 したものとなる。

図4-6EDI導 入の流れ
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4.11標 準化 の意欲

(1)国 際情勢につ いて

UN/EDIFACTの 開発 も、よ うや く目途がつ いて きたと言われる。一つには、

データセ グメン ト・デ ィレク トリーが本年9月 には、第1次 フ ァイナルになりそ うで あ

るとい うことがあ る。(5年 間 は変更 しない という情 報 もある。)

これが決まれば、 メ ッセー ジ開発は、相当ス ピー ドア ップす る。 したが って、199

2年 中には、必要 な メ ッセージの大半 は凍結 され るであろ う。

一方 、各国 ともUN/EDIFACTの 採用 にっいては、相当前向 きにな っている。

そ して、先ず国際貿易 に使 うとい うコンセ ンサ スは、得 られっっあ ると考え られ る。 し

か しかなが ら、各 国の国内のEDIに っいて は、まだ各国 と もそれ程明確な方 向は、出

していないよ うで あ る。ANSIX.12は 当然 と して、TDIお よびその他の比較

的 ローカルな業界標準 も、当分の間、使用 され るとい う見方が定着 して きている。

(2)UN/EDIFACTを 日本国 内のEDIで 使 う場合

このEDIは 、純粋 な国内EDIと す る。実態 と して、以下 の作業が必要であ る。

① 翻 訳

② 国内標準(日 本版UN/EDIFACTサ ブセ ッ ト)の 切出 し

③ 業界標 準の切出 し

④ 試験稼 働

かな り急 いで作業をす るとい う条件で、1995年 には、産業界(一 般企業)へ の普及

体制が整 う。但 し、多 くの業界 にとって、時期が遅す ぎる問題があ る。国 内サ ブセ ッ ト

には、国内特有項 目の追加(そ の結果、 日本独 自のセ グメン トがで きる)や 漢字項 目の

追加 があるので、1995年 で も、かなり急 いで作業 しなければな らない。 コ ンピュー

タの機種(メ ーカー)毎 に漢字 コー ドが微妙 に違 っている ことに対応す るため に、 トラ

ンス レーターに漢字項 目に関す る文字 コー ド変換機能 を追加 しなければな らない。

現実 的には、①翻訳 を行 い、サ ブセ ッ トの切出 しを必要 としない国際貿易 に適用す る

ことで、1993年 ぐらいか ら実使用 し、使用方法に関す るノウハ ウの蓄積を図 るとい

うところであろ う。 この場合 に も、税関の準備が可能 かど うかが、大 きな要素にな るか

もしれ ない。

(3)EIAJ標 準

EIAJ標 準 は、項 目数の制限(239種)の 問題 さえ ク リアーで きれば、電子機 器
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業界以外の業界で もす ぐ使え る。漢字にっいて も、文字 コー ドの変換 さえ クリアーで き

れ ばす ぐ使え る。使用方法の ノウハ ウもある。

但 し、JIS化 にっいては別で ある。JIS化 す る程の使用実績 はない し、一般性 も

まだない。

(4)UN/EDIFACTの 問題点

UN/EDIFACTの 最大 の問題点 は、ISO9735の セグメン トの使い方 にあ

る。だか ら、セ グメン トの使 い方 を変えて、ISO9735を 用 いる方 法 もある。

但 し、 これ は得策で ない。我 々の 目的(産 業界の多 くの コンセ ンサス)は 、UN/E

DIFACTと 融合す ることにあ る。ISO9735は 、UN/EDIFACTシ リー

ズと して付いて くるのであ り、最終 ターゲ ッ トは、標準 メ ッセー ジとデー タエ レメン ト

・ディレク トリーにある。

ISO9735をJIS化 して も、セ グメ ン トの使 い方 を独 自に したのでは、UN/

EDIFACTを 採用 したこ とにな らない。む しろ、標準 メ ッセー ジとデ ータエ レメン

ト・デ ィレク トリーさえ合 って いれば、 シンタ ックスルール はなんで もよい。 シンタ ッ

クスルールは、データエ レメ ン トの技術的な並 びのルールで しかない。

(5)ISO9735の 問題点

ISO9735に は、セ グメ ン トという書式 を表す機能が取 り入れ られて いる。UN

/ECEの レイア ウ トキイに対応 させて いる。

準技術的に見 ると、 この書 式機能 は不完全で、一般のテキス トデータの書式設定 には

ほとん ど使えない。応用で きるの は、UN/ECEの レイアウ トキイだけである。 した

が って、セグメ ン ト構造 は、UN/ECEの レイアウ トキイ とは関係ない世界で は、意

味不 明の構造 にな る。

UN/ECEの レイアウ トキイは、帳票標準化の切札であ ったが勿論万能で はない。

人間の持つ柔軟性が、 レイアウ トキイの不完全 さを補 って、帳票の世界では標準化の切

札 と して通用 したが、融通の きか ない コンピュータの世界で は、 うま く適用で きない状

況が発生す る。現在、UN/ECEで 、データセ グメ ン トの構 成にっ いて調整が難航 し

て いるのは、 この ためで ある。ANSIX.12で は、デ ータセ グメ ン トを主 にタグ

を減 らす手段 として活用 して お り、データエ レメ ン トを機械的 に くくる形 に近い使 い方

になっている。

結果的には、
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①UN/EDIFACTで は、一つのデータセ グメ ン トに含 まれ るデー タエ レメ ン ト

の数が多い。(実 際に、 カウン トした ことはない。)

②ANSIX.12で は、一つのデータセ グメ ン トに含まれ るデー タエ レメ ン トの

数が少 ない。(実 際に、 カウン トした ことはない。)

とい う状態にな ってい る。

EIAJシ ンタ ックスルールは、 このよ うな応用上 あまり意味のないセ グメン ト構造

を取 り除いて単純 化 した ものである。 それ によって増加す るタグ長 については(す べ て

の項 目にタグが付 く)、 バイナ リー表現 を導入 して防いでいる。 これが、最 大の問題 だ

とい う意見 もあ る。バイナ リーデータは、文字 コー ドの変換 の時 に邪魔にな るか らで あ

る。 しか しなが ら、 これはコンピュータの文字 コー ドが統一 されて いないたあに起 きる

現象で、EIAJシ ンタックスルールの本質的問題で はない。 これ に対 す る解決策 はあ

る。使用可能項 目数 を、現在のEIAJシ ンタ ックスルールで、158種 に、現在検討

され ている拡張形式 で24964種 に制 限すれば、 この問題 を解決で きる。

純技術的汎用性 は、明 らかにEIAJシ ンタ ックスルールの方が、ISO9735よ

りも大 きい。

(6)EIAJシ ンタックスルールの問題点

ISO9735と 違 う点にある。実績が少ない とい うが、ISO9735も 充分 な実

績が ない うちにISOに なっている。実績が少ない とい うのは、それ程 大 きな問題で は

なさそ うだ。項 目数 につ いて も本質的問題で はな く、拡張法 も既 にい くつか提案 され て

いる。

(7)結 論

ISO9735お よびEIAJシ ンタ ックスルールの どち らもJIS化 の決 め手 に欠

けて いる。 もともと2者 択一 とい うアプ ローチ も、乱暴だ ったか もしれない。

JISが あ った方 がEDIの 標準化が進む と単純 に考えす ぎたか もしれない。 リーズ

ナブルな規格がJIS化 された時、強大 な力になるのははっきりしてい る。 しか しなが

ら、拙速にJIS化 した規格が なかなか普及 しない例 もあ る。

下か ら盛 り上が るJIS化 が望 ましい。今 は、要望 は多 くて も具体的な中身について

は、 コ ンセ ンサスが得 られているとは言 い難い。今 は、JIS化 の時期で はない と考え

られ る。

次のよ うな こと も重要である。標準化 には意欲が必要である。欧米では、当初 、AN
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SIX.12に よ る標 準 化 も検 討 され た よ うで あ り、実 際 に ヨー ロ ッパ に もANSI

X.12が 普 及 して い る。 しか し、 米 国生 まれ のANSIX.12で は、 や は り ヨ

ー ロ ッパ で は
、 標準 化 の意 欲 が 湧 か な か った と思 わ れ る。 長 期 の論 争 の 結 果 、 ヨー ロ ッ

パ 主 導 で新 規 格rISO9735』 とUN/EDIFACTシ リー ズの 開 発 に至 った 。

我 が 国 で 、国 内 規格 と してISO9735をJIS化 した場 合 、 は た して 標 準化 の 意 欲

が 湧 い て くるで あ ろ うか。 この 点 につ い て 、今 後 、充 分 な 検 討が 必 要 だ と思 う。
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第5章 アンケー ト調査及び結果

5.1目 的

平成元年度か ら開始 した シンタ ックスルールのJIS化 に関す る調査 は、 これまで、業

界有識者 によ る検討を行 って きた。2年 目の今年度(平 成2年 度)は 、調査段階での最終

結 論を出す ことにな ったが、 シンタ ックスルールのユーザ ー(一 般企業)の 意見を収集 し

結論に反映す ることと し、 シンタ ックスルールのユーザーは、一般企業 全体であ るので、

特定の業種 に偏 ることな く広 く意見を求めるため、ア ンケー ト調査を行 うことにな った。

(1)調 査対象

調査対象企業は、平成元年度の売上上位4万 社の中か ら、 ラ ンダムに抽 出 した830

社であ る。

(2)調 査期間および回収数

平成3年1月 ～3月 にか けて実施 し、208社 か ら回答 を得 た(回 収率25%)。

(3)主 な結果(単 純集計 は、5.2を 参照)

①EDIの 実施率

全体=190社(VAN事 業者 などのベ ンダーを除 く)

実施中153社(80%)

未実施37社(20%)一 ・……(磁 気媒体 による交換 を含む)

(5.2の 集計では、VAN事 業社 などのベ ンダーを含 めて いるため、 ここでの

結果 と異 な っている。)

② 接続相手先数

EDI実 施中の企業の接続相手先数 は、1企 業当た り、最大4万 社か ら最小1社 ま

であ り、単純平均す ると700社 程度 にな る。 しか しなが ら、 この値 は少数の接続先

の多 い企業が平均値を引き上げた結果であ り、50社 か ら100社 の接続先を持つ企

業が最 も多 くなっている。

③ シンタ ックスルールのJIS化 につ いて

質 問は3つ にわかれてお り、最初の質問が シンタ ックスル ールのJIS規 格 と して

適 当な規格を問 う質問(5-1)、 次がISO9735を そ のままJIS化 す るので

はない時 ど うするかの質問(5-2)、 そ して3つ 目が 日本独 自規格を構築 した時の

国際標準(ISO9735)と の関係を問 う質問(5-3)で あ る。

最 初の質問(5-1)の 結 果は、表5-1の よ うに、ISO9735の 一部変更を

一63一



支持す る回答が もっとも多 くな ってい るが、50%を 越えていない。2番 目に新規格

の開発を支持す る意 見が多い こと も注 目に値す る。

表5-1JlS規 格 として適当な規格 を問 う質問

(全 体

ISO9735を その ままISO9735を 一 部変 更

JIS化 す る してJIS化 す る 新 規 格 を 作成 す る

分からない/
無回答

次 に、ISO9735の 一部 変更や新規格の作成を支持 した114社 の回答のなか

で、ど うい う方向が示 されてい るか を見 ると(5-2の 結果)表5-2に な り、そ し

て、 日本独 自規格 と国際標準 との関係 については、表5-3に な る。

表5-21SO9735の 一部 変更や新規格 の作成 を支持 した企業に対する質問

JIS規 格の方向 (全体

従 来 の固 定 フォーマットを 可変 フt－マット(EIAJ標 ま った くの新 規 格 を 分 か らな い/
ベースにす る 準等)を ペースにす る 作 成 す る 無 回 答

表5-3日 本独 自規格 と国際標準 との関係

5-3日 本独 自規格 と国際標準(全 体=114(100%))

両者は別の ものである
日本独自規格は将来国際標
準に追加されるべきである 分か らない/無 回答

41(36%) 50(44%) 23(20%)

すなわ ち、EIAJ標 準をベ ースにす るとい う意見が多数を しめるが、国際標準 と

の関係につ いて は、 日本国内規格 は独 自の ものだ とす る意見 と、国 際標準 として認知

され るべきだ とい う意見 に分 かれ た。

今後、 これ らの意見 を参考 にJIS規 格の整備を図 って い く必要があろ う。
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5.2単 純 集 計結 果2-1

2-1EDI実 施 状 況

選択肢 回答数

1.EDIを 実施(磁 気媒体有 り) 125(60.7%)

2.EDIを 実施(磁 気媒体無 し) 27(13.1%)

3.磁 気媒体 のみ実施 20(9.7%)

4.な し ・不 明 34(16.5%)

2-3国 際EDIの 実 施

選択肢 回答数

1.実 施 して い る 41(26.5%)

2.実 施 して い な い 114(73.5%)

2-4交 換 データの種類(EDI実 施中の回答者 のみ)

(1)発 注書の交換

選択肢 回答数

1.送 信のみ実施 21(13.9%)

2.受 信のみ実施 27(17.9%)

3.送 受信共 に実施 46(30.5%)

4,実 施 して い な い 57(37.7%)

(2)注 文請書の交換

選択肢 回答数

1.送 信のみ実施 21(14.0%)

2.受 信のみ実施 12(8.0%)

3.送 受信共 に実施 28(18.7%)

4.実 施 して い な い 89(59.3%)

(3)納 入指示書の交換

選択肢 回答数

1.送 信のみ実施 20(13.2%)

2.受 信のみ実施 21(13.9%)

3.送 受信共 に実施 31(20.5%)

4.実 施 して い な い 79(52.3%)
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(4)出 荷指示書の交換

選択肢 回答数

1.送 信 のみ実施 32(21.3%)

2.受 信 のみ実施 7(4.7%)

3.送 受信共 に実施 18(12.0%)

4.実 施 して い な い 93(62.0%)

(5)出 荷案 内書の交換

選択肢 回答数

'

1.送 信のみ実施 25(16.7%)

2.受 信のみ実施 15(10.0%)

3.送 受信共 に実施 19(12.7%)

4.実 施 して いな い 91(60.7%)

⑥ 納品書の交換

選択肢 回答数

1.送 信のみ実施 24(15.9%)

2.受 信のみ実施 13(8,6%)

3.送 受信共 に実施 26(17.2%)

4.実 施 して いな い 88(58,3%)

(7)請 求書の交換

選択肢 回答数

1.送 信のみ実施 26(17.2%)

2.受 信のみ実施 4(2.6%)

3,送 受信共 に実施 25(16,6%)

4.実 施 して い な い 96(63.6%)

(8)給 与振込 、為替振込指示のデータ交換

選択肢 回答数

1.送 信のみ実施 72(45.6%)

2.受 信のみ実施 6(3.8%)

3.送 受信共に実施 41(25.9%)

4.実 施 して い な い 39(24.7%)
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(9)そ の他 の デ ー タ交 換

2-5使 用 フ ォー マ ッ ト/コ ー ドの 使 用

(1)自 社 の固 有 フ ォーマ ッ ト

(2)他 社 の 固有 フ ォー マ ッ ト

(4)業 界 標 準 フ ォー マ ッ ト

(5)⑱ 流 通 システ ム開発 セ ンタ ーが 管理 して い るr共 通取 引 コー ド』

(6)働 流通 シス テ ム開 発 セ ンタ ーが管 理 して い るrJANコ ー ド』

(7)働 日本 貿 易 関 係手 続 簡 易化 協 会 が 管理 して い るr日 本輸 出入 者 標準 コー ド』

選択肢 回答数

1.他 の内容のデー タ交換を実施 75(55.1%)

2.他 の内容のデータ交換 は未実施 61(44.9%)

選択肢 回答数

1.使 用 して い る 104(67.5%)

2.使 用 して いな い 50(32.5%)

選択肢 回答数

1.使 用 して い る 96(60.8%)

2,使 用 して い ない 62(39.2%)

選択肢 回答数

1.使 用 して い る 92(60.5%)

2.使 用 して いな い 60(39.5%)

選択肢 回答数

1.使 用 して い る 22(15.0%)

2.使 用 して い な い 125(85.0%)

選択肢 回答数

1.使 用 して い る 26(17.9%)

2.使 用 して い ない 119(82.1%)

選択肢 回答数

1.使 用 して いる 7(4.9%)

2.使 用 して いな い 137(95.1%)
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(8)働 日本情報処理開発協会 産業情報化推進 セ ンターのr標 準企業 コー ド』

(9)そ の他、業界標準 コー ド

2-6通 信手順 について

(1)JCA手 順 の使用 について

(2)全 銀手順 の使用 について

(3)CAT手 順の使用につ いて

(4}(1)～(3)以 外の手順

選択肢 回答数

1.使 用 して い る 10(7.0%)

2.使 用 して い な い 133(93.0%)

選択肢 回答数

1.使 用 して い る 49(34.3%)

2.使 用 して い な い 94(65.7%)

選択肢 回答数

1.使 用 して い る 72(49.3%)

2.使 用 して い な い 74(50.7%)

選択肢 回答数

1.使 用 して い る 130(85.5%)

2.使 用 して いな い 22(14.5%)

選択肢 回答数

1.使 用 して い る 10(6,9%)

2.使 用 して い な い 135(93.1%)

選択肢 回答数

1.使 用 して い る 66(44.9%)

2.使 用 して い な い 81(55.1%)
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2-7フ ォー マ ッ ト/コ ー ドの標準 の必 要 性 につ い て

選択肢 回答数

1.必 要性を感 じない 2(1,0%)

2.必 要 161(81.7%)

3.ぜ ひ必要(弊 害発生中) 26(13.2%)

4.不 明 8(4.1%)

2-8EDI実 施予定(EDI未 実施 回答者)

選択肢 回答数

1.平 成3年 度か ら実施 9(13.8%)

2.検 討 中 12(18.5%)

3.将 来予定あ り 16(24.6%)

4.予 定 な し 22(33.8%)

5.不 明 6(9.2%)

1

2

3

3

3

3

のSO準標際国のドーコやトツマーオフ

喝nつ知L

いな・り知Z

性要必のSIJるけおにドーコやトツマーオフ

要必L

要不Z

明不ぶ

期時淀舗H路疏づ恒パ『万

選択肢 回答数

1.知 っ て い る 164(81.6%)

2.知 らない 37(18.4%)

選択肢 回答数

1.必 要 176(86.3%)

2.不 要 5(2.5%)

3.不 明 23(11.3%)

選択肢 回答数

1.で きるだ け早 く 85(41,9%)

2.充 分検討 し平成4年 以 内 44(21.7%)

3.候 補規格がで きしだい随時 49(24.1%)

4.不 明 25(12.3%)
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4

5

6

3

3

3

JIS制 定時 におけるISO整 合性 を重視 した方針

フォーマ ッ トや コー ドにおけるJIS制 定時ISO整 合 の必要性

フ ォーマ ッ トや コー ドにおけるISOに 対す るJISの あ りかた

選択肢 回答数

1.知 っ て い る 149(73.8%)

2.知 らな い 53(26.2%)

選択肢 回答数

1.必 要 149(74.5%)

2.不 要 18(9.0%)

3.不 明 33(16.5%)

選択肢 回答数

1.完 全一 致 52(25.2%)

2.ISOの 一 部 拡 張 66(32.0%)

3.日 本独 自の規格 も必要 62(30.1%)

4.不 明 26(12.6%)

3-7国 噸 時の文字条件(8bitカ タカナ'16bit漢 字)

選択肢 回答数

1.カ タカ ナ ・漢 字 は不 要 5(2.5%)

2.カ タカナ必須 ・漢字不要 21(10.4%)

3.カ タカナ ・漢字共に必要 164(81.2%)

4.不 明 12(5.9%)

4シ ンタ ックス ・ル ー ル につ い て

選択肢 回答数

1.よ く知 って い る 28(13.9%)

2,少 し知 って い る 87(43.1%)

3.知 らな い 87(43.1%)
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5-1国 内標準 として適 当な規格のあ りかた

選択肢 回答数

1.国 際規格ISO9735と の 完 全一 致 18(12.2%)

2.ISO9735の 改 造 82(55.4%)

3.独 自の国内用規格 の設定 33(22.3%)

4.不 明 15(10,1%)

5-2独 自の国内標準の あ りかた

選択肢 回答数

1.固 定 フ ォ ー マ ッ ト 12(9.2%)

2.可 変 フ ォ ー マ ッ ト 86(66.2%)

3,新 規に作成す る 15(11.5%)

4.不 明 17(13.1%)

5-3日 本国内用規格 を開発 した時の国際標準 との関係

選択肢 回答数

1.国 内規格 にとどめ る 40(31.7%)

2.国 際的使用に向け努力す る 54(42.9%)

3,不 明 32(25.4%)
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5.3ア ンケ ー ト調査 表

電子データ交換に用いる構文規則アンケート調査票(_般 企業用)

本 アンケー トは、貴社の情 報 システム部あ るいは情 報 システ ム担当部門にて、回答を作成 し

て いただければ、幸いです。

本ア ンケー トに記載 された個別企業 に関する秘密事項 にっいて は、外部に洩 らさない ことを

厳守 いた します。

回答 は、添付の回答用紙 に ご記入下 さい。締切 りは、1991年2月15日 にさせて頂 きますので

よろ しくご協力下さい。不 明な点 については、下記 に問合せ下 さい。

日本情報処理開発協会 産業情 報化推進セ ンター

三木 良治,境 孝之no3-3432-9386

1.貴 社の概要

1-1貴 社名,住 所,電 話番号等

添付の回答用紙に、記入 して下 さい。

1-2業 種

貴社の撒 添付の難 コー ド表の中から一つ選び記号で記入 して下さい・ 回

1-3資 本 金

下記 の 中か ら一 つ 選 び 、 番号 で 記 入 して下 さい 。

0.株 式 会 社 で はな い1.3,000万 円未 満2,3,000万 ～1億 円未 満

3.1億 ～10億 円 未満4.10億 ～100億 円 未 満5.

1-4従 業 員数

下 記 の 中か ら一 つ選 び 、番 号 で 記 入 して 下 さ い。

1.1～9人2.10～99人3.100～499人

5.1,000～9,999人6.10,000人 以 上

1-5年 間 売 り上 げ高

下 記 の中 か ら一 つ選 び、 番 号 で記 入 して下 さ い。

1.1億 円未 満2.1億 円 ～10億 円未 満3.10億

4.100億 ～1,000億 円未満5.1,000億 円以 上

'00億円以上 回

4.500～999人

～100億 円未 満

回

同
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2.現 状調査項 目

2-1EDI実 施状況

EDIと は、取引デ ータを通信回線で送 ることで、よ り具体的には、取引先 に送 る注文

書 などの帳票を、郵送あ るいは手送 する代わ りに、通信回線を用 いて電子的に送 る ことで

す。銀行 との データ交換(フ ァーム ・バ ンキ ング)も 含まれ ます。但 し、FAXで 送 るこ

とで はあ りません。EDIの 実施状 況を下記の中か ら一つ選 び、番号で記入 して下 さい。

1.現 在、EDIを 実施 して いる(磁 気媒体 によるデータ交換 もあ る)。

2.現 在、EDIを 実施 してい る(磁 気媒体 によるデータ交換 はな い)。

3.通 信回線によ るEDIは 実施 して いないが、磁気媒体によるデ ータ交換を実施 して

∴1;(分 からなv)国

本 質問 で 、rl』 も し くはr2』 と回 答 した場 合 に は、第2項 現 状 調 査 項 目で は、 以 下 の 「

2-2」 ～ 「2-7」 まで の設 問 にお答 え 下 さい。 また 、r3』 も し くはr4』 と回 答 した場

合 に は、 「2-7」 お よ び 「2-8」 の 設 問 に お答 え 下 さ い。

2-2接 続相手先企業数(EDI実 施中の時、お答え下 さい)

貴社 とEDIを 行 っている取引先の企業数を記入 して下 さい。

尚、100社 以上 ある場合、概数で も結構です。

例)150社,1300社

06 社

2-3EDIの 種類(EDI実 施中の時、お答え下 さい)

国際EDI(海 外取 引先 とのEDI)を 実施 していますか。番号 で記入 して下 さい。

1.実 施 して い る。 2.実 施 して い ない 。

2-4交 換 データの種類(EDI実 施 中の時、お答え下 さい)

貴社のEDIで 現在用 いている交換 データの種類 についてお答え下 さい。

(1)発 注書の交換(該 当番号を回答用紙 に記入 して下 さい。)

1.発 注書を取引先へ送 っている(送 信 している)。

2.発 注書を取 引先か ら受け取 っている(受 信 している)。

3.あ る取 引先へ は発注書を送 っている(送 信 している)

発注書 を受 け取 っている(受 信 している)。

4.発 注書 の交 換 は実施 していない。

回

し、別の取 引先 か らは、

同
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(2)

(3)

注文請書の交換(該 当番号 を回答用紙 に記入 して下 さい。)

1.注 文請書 を取引先へ送 って いる(送 信 している)。

2,注 文請書 を取引先か ら受 け取 って いる(受 信 している)。

3.あ る取 引先へは注文請書を送 って いる(送 信 している)し 、別の取 引先か らは

注文請書 を受け取 って いる(受 信 している)。

4・ 注文請書の交換は実施 していなし・・ 回

納入指示書 の交換(該 当番号を回答用紙に記入 して下 さい。)

1.納 入指示書を取引先へ送 ってい る(送 信 している)。-

2.納 入指示書を取引先か ら受 け取 ってい る(受 信 してい る)。

3.あ る取 引先へは納入指示書を送 ってい る(送 信 してい る)し 、別 の取引先か ら

は、納入指示書を受 け取 ってい る(受 信 している)。

4.納 入指示書の交換 は実施 していない。

(4)出 荷指図書 の交換(該 当番号を回答用紙 に記入 して下 さい。)

1.出 荷指 図書を取引先へ送 ってい る(送 信 している)。

2.出 荷指 図書を取引先か ら受 け取 ってい る(受 信 してい る)。

回

3.あ る取 引先へは出荷指図書を送 ってい る(送 信 してい る)し 、別 の取引先か ら

は、出荷指図書 を受 け取 ってい る(受 信 している)。

4,出 荷指図書の交換 は実施 していな い。

(5)出 荷案内書 の交換(該 当番号を回答用紙に記入 して下 さい。)

1.出 荷案 内書を取引先へ送 ってい る(送 信 している)。

2.出 荷案 内書を取引先か ら受 け取 ってい る(受 信 してい る)。

3.あ る取 引先へは出荷案内書を送 ってい る(送 信 してい る)

は、出荷案内書を受 け取 ってい る(受 信 している)。

4,出 荷案 内書の交換 は実施 していない。

(6)納 品書の交換(該 当番号を回答用紙 に記入 して下 さい。)

1.納 品書 を取引先へ送 って いる(送 信 している)。

2.納 品書 を取引先か ら受 け取 って いる(受 信 している)。

回

し、別 の取引先か ら

回

3.あ る取 引先へは納品書 を送 って いる(送 信 している)し 、別 の取 引先 か らは、

納品書を受 け取 って いる(受 信 して いる)。

4・ 納品書の交換は実施 していない・ 同
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(7)請 求書 の交換(該 当番号を回答用紙 に記入 して下 さい。)

1.請 求書を取引先へ送 っている(送 信 している)。

2.請 求書を取引先か ら受け取 って いる(受 信 してい る)。

3.あ る取引先へは請求書を送 って いる(送 信 して いる)し 、別の取引先 か らは、

請求書を受 け取 って いる(受 信 している)。

4'舗 の交換は実施していない.回

(8)給 与振込,為 替振込指示 データの交換(該 当番号 を回答用紙 に記入 して下 さい。)

1,上 記 デー タを取 引先へ送 っている(送 信 している)。

2.上 記 データを取 引先か ら受 け取 っている(受 信 して いる)。

3,あ る取 引先へ は上記 データを送 っている(送 信 して いる)し 、別の取 引先か ら

は、上記 データを受 け取 っている(受 信 している)。

4.上 記 データの交換 は実施 していない。

(9)そ の他のデータの交換(該 当番号 を回答用紙 に記入 して下 さい。)

1.上 記(1)か ら(8)以外のデータ交換を実施 している。

回

(実施 して いる内容、今後の実施予定 について、下欄 に記入 して下 さい。)

2.上 記(1)か ら(8)以外のデータ交換 は実施 していない。

(今 後の実施予定につ いて、下欄 に記入 して下 さい。)
口
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2-5使 用 フ ォー マ ッ ト/コ ー ド(EDI実 施 中 の時 、 お答 え下 さ い)

貴社 のEDIで 現 在 用 いて い る フ ォーマ ッ ト/コ ー ドの 種 類 につ いて お答 え 下 さい。

(1)自 社 の固 有 フ ォ ーマ ッ ト(該 当番号 を 回答 用 紙 に記 入 して 下 さい。)

1・ 使 用 して い る・2・ 使用 して い な し、・ □

② 他 社の固有 フォーマ ッ ト(該 当番号 を回答用紙 に記入 して下 さい。)

1・ 使 用 して い る・2・ 使用 して い な し・・ □

(3)使 用 中の他社 固有 フォーマ ッ トの種類数

使用 していない ときは、rO』 を記入 して下 さい。i19種 類

(4)業 界標準 フォーマ ッ ト(該 当番号 を回答用紙 に記入 して下 さい。)

1・ 使用 して い る・2・ 使 用 して い な し・・ 回

業界標準 フ ォーマ ッ トを使用 して いる場合、その名前 を記入 して下 さい。

添付の回答用紙 に記入 して下 さい。

(5)㊥ 流通 システ ム開発 セ ンターが 管 理 して い るr共 通 取 引先 コー ド』

答 用 紙 に記 入 して下 さ い。)

1.使 用 して い る。2,使 用 して い な い。

(6)働 流通 システ ム開発 セ ン ターが 管理 して い るrJANコ ー ド』

紙 に記 入 して下 さい。)

1.使 用 して い る。2.使 用 して いな い 。

標準 コー ド』(該 当番号 を回答用紙 に記入 して下 さい。)

1.使 用 して いる。2.使 用 していない。

(8)働 日本情報処理開発協会

ド』(該 当番号を回答用紙 に記入 して下 さい。)

1.使 用 してい る。2.使 用 していない。

(該当番号を回

回
(該当番号を回答用

回
(7)働 日本貿易 関係手続簡易化協会(JASTPRO)が 管理 しているr日 本輸 出入者

回
産 業情報化推進 セ ンターが管理 してい るr標 準企業 コー

(9)そ の他、業界標準 コー ド(該 当番号を回答用紙 に記入 して下 さい。)

1.使 用 して い る。 2.使 用 して い な い。

回

回
その 他 の業 界標 準 コ ー ドを使 用 して い る時 、 コー ドの 種 類,

い。

添付の回答用紙 に記入 して下 さい。
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2-6通 信手順について(EDI実 施中の時、お答え下 さい)

(1)J手 順(JCA手 順)の 使用について(該 当番号を回答用紙に記入 して下 さい。)

1.使 用 して い る。2.使 用 して い な い。

(2)全 銀 手順 の使 用 につ い て(該 当番 号 を回 答用 紙 に記 入 して 下 さい。)

1.使 用 して い る。2.使 用 して い な い。

(3)CAT手 順 の 使 用 にっ いて(該 当番 号 を 回答 用紙 に記 入 して下 さ い。)

1.使 用 して い る。2.使 用 して い な い。

(4)上 記(1)～(3)以 外 の手 順(該 当番 号 を 回 答用 紙 に記 入 して 下 さい。)

1.使 用 して い る。2.使 用 して い ない。

口

回

回

回
上記(1)～(3)以外の手順 を使用 している場合、使用中の通信手順 の名前を記入 して下 さい。

添付の回答用紙 に記入 して下 さい。

2-7フ ォーマ ッ ト/コ ー ドの標準の必要性につ いて(EDI実 施 中の企業および実施 し

ていない企業 ともにお答え下 さい。該当番号を回答用紙 に記入 して下 さい。)

1.標 準の必要性 は特 に感 じない。

2.標 準 はあ った方が良 い。

1:覧 驚 困っている.回

2-8EDIの 予定について(EDIを 実施 していない時 、お答え下 さい。該 当番号を回

答用紙 に記入 して下さい。)

1.来 年(平 成3年)か ら、EDIを 実施する予定。

2.実 施 日時 は決 ま っていないが 、現在検討 中。

3.将 来、EDIを 実施す る予定(現 在、具体的検討 は していない)。

4.現 在の ところ、EDI実 施の予定はない。

5・その他(分からない・)同
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3.国 際 標準 とJlSに つ いて

3-1フ ォー マ ッ トや コー ドの 国 際標 準(ISO)が あ るの を御 存 知 です か 。

を回 答 用紙 に記 入 して下 さい 。)

1.知 って い る。

2.知 らな い。

3-2フ ォーマ ッ トや コー ドのJISが 必 要 だ と思 い ます か 。

入 して 下 さい。)

1.思 う。

2.思 わ な い。

3.分 か らない。

3-3

ます か。(該 当 番号 を 回答 用 紙 に記 入 して 下 さい。)

1.な るべ く早 い方 が いい(来 年(平 成3年)か 再来 年)。

2,急 ぐ必 要 はな く、充 分検 討 す る(4年 以 内)。

3.い い規 格 が で きた ら随 時 にJIS制 定 を行 え ば よ い。

4.分 か らな い。

3-4一 般 的 にJISは 、原 則 と して 、

です か 。(該 当番号 を回 答 用 紙 に記 入 して 下 さい。)

1.知 って い る。

2.知 らな い 。

3-5フ ォーマ ッ トや コー ドのJISを 制 定 す る とすれ ば、

思 い ます か 。(該 当番号 を回 答 用 紙 に記 入 して下 さ い。)

1.思 う。

2.思 わ な い。

3.分 か らな い。

3-6フ ォー マ ッ トや コー ドに つ い て は、

(該 当番 号 を回 答用 紙 に記 入 して下 さ い。)

(該当番号

回
(該当番号を回答用紙に記

田

フォーマ ッ トや コー ドのJISを 制定す るとすれ ば、時期 は何時頃が適当だ と思 い

口
ISOと 整合す るよ うに定め られてい るのを御存知

国
ISOと 整合 させ るべ きだ と

回

ISOを そのままJISと して制定すると、我

が国の国情 の特殊性か ら、使いに くい場面 もあ りえ ますが、どう思 いますか。

1.使 いに くい場面 もあ りえ るが、JISとISOは 完全に一致 していた方が国際性が

あ ってよい。

2.よ り使い易 くなるよ う、ISOを 少 し変更 してJISに すべ きであ る。

::二 ㍍ トやコードにつし蹴 日本独自の規格も蹴 団
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3-7国 内で使 用 す る ときの 文 字 に つ いて の条 件 は ど うあ るべ きです か。

(該 当番号 を回 答 用 紙 に記 入 して下 さい。)

1.カ タカナ(8bit文 字),漢 字(16bit文 字)は 使 え な くて もよ い。

2.カ タカナ(8bit文 字)は 必 須 だが 、漢 字(16bit文 字)は 使 え な くて もよ い。

3.カ タカナ(8bit文 字),漢 字(16bit文 字)と も必 須 で あ る。

4'分からない.国

4.シ ンタ ックス ・ル ー ル に つ いて(該 当番 号 を 回答 用紙 に記 入 して 下 さい。)

1.シ ンタ ックス ・ル ー ル につ いて、 よ く知 って い る。

2.シ ンタ ックス ・ル ー ル につ い て、 少 し知 って い る。

3.シ ン タ ックス ・ル ー ル は知 らな い。
国

本質問で、 〔1〕 もし くは 〔2〕 と回答 した場合 は、第5項 の シンタ ックス ・ルールのJ

IS化 にっ いて もお答え下 さい。 また 〔3〕 と回答 された場合 は、 これで終わ りです。 ど うも

あ りが とうございま した。

5.シ ンタ ックス ・ルー ルのJlS化 について

シンタ ックス ・ルール は、国内的に も国際的に も同 じ規格で統一 されることが、理想的で す

が 、EDIの メ ッセージを組み立 てる時の構文規則ですか ら、海外の規格が必ず しも国内の規

格 と整合がよいとは言え ません。例 えば、ISO9735(EDIFACT)は 国際標準です

が、アルファベ ッ トを前提 に して設 計 されてお り、漢字 につ いて は考慮 されてお りません。

しか しなが ら、国際協調 を最優先にすれば、多少不便で も国際標準 に合わせ るべ きだとい う

意見 もあ ります。 このあた りの割 り切 りをど うするのかがJISを 制定す る場合の最大 の課題

にな っています。以下の設 問で これ らに関す るご意見をいただけれ ば幸 いです。
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5-1国 内標準 と して適 当な規格 はどうあるべきですか。

1.国 際性 を優先 し、JISとISOが 完全 に一致 するよ う、ISO9735(EDI

FACT)を 、その まま漢字等の使用を考慮せず にJIS化 す る。国内では少 し使い

に くいか もしれないが、国際的に完全な互換性が保 たれ ることを最優先に考え るべ き

である。

2.国 際性を考慮 しつっ、国内で使 い易い(漢 字等 を使用で きる)よ うに、ISOと の

整合が崩れない程度 に修正 した(た だ し国際的に完全な互換性 は保障で きな くな る)

JISを 制定す ることと し、ISO9735(EDIFACT)を 改造 して、JIS

化す る。

3.ISO9735(EDIFACT)を 改造 したJISで は、 システム ・レベルで、

国際的な互換性が とれない場 面が 、どうして も発生 して しま う。 このよ うな局所 的非

互換性が、 しば しば全体の互換性 を失わせ ることが多いので、それな らば割 り切 って

国内用の規格を別途 設けた方 がよい分か りやす くてよい。

4・ 分からない・ 回

以 下 の 設 問 は、5-1の 設 問でr2』 あ るい はr3』 を選 択 した場 合 の み、 お答 え下 さい。

5-2国 際標準(EDIFACT)と は別 に、国内用の シンタックス ・ルールを制定す る

とすれば、どのよ うな規格が適当ですか。(該 当番号 を回答用紙に記入 して下 さい。)

1.標 準化 のために、各業界 は、かな り思い切 った妥協 を行 うことを前提 とし、従来か

ら、多 くの業界で用 い られて いる固定 フォーマ ッ トの規格をJIS化 す る。

2,従 来か ら用い られ ている固定 フォーマ ッ トよりは柔軟 な可変 フォーマ ッ トの規格 と

して、 コンバーターなどを用 いることによ り標準化の ための妥協 が容易な形 にす る。

例えば、電子機器業界で用い られている規格(EIAJ標 準:㈲ 日本電子機械工業会

で作成 した規格)な どを基本 にす る。

3.新 規に、斬新かつ効率的な規格 を開発す る。

4・ 分か らない・ 口
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5-3日 本国 内用規格を開発 した時の国際標準 との関係 はど うあ るべ きですか。

(該 当番号を回答用紙 に記入 して下 さい。)

1.日 本 の商慣行は現在の ところ、独 自の ものなので、それ に合わせて開発 した規格 は

将 来的に も、 日本特有の国内規格に とどまる可能性が大 きく、それ はやむを得ない こ

とであ る。

2,日 本の商慣行は、本質的に欧米 と同一であ り、国民性 の違 いによる、木 目細かな改

善 と効率重視の結果が、独 自の固有の体系であると誤解 されている。従 って、 日本の

商慣行 は将来国際的に普及す る可能性があ り、それ に合わせて開発 され る当面の 日本

国内規格 は、将来、国際標準規格の一角を占める可能性 があ る。 また、それに向か っ

3蕊 驚 ㌔ 際協調である.口

5-4そ の他の意見(自 由に記述 して下 さい)

ご協力、 どうも有 り難 うございま した。

問 い合わせ先

壱105東 京都港区芝公園3-5-8機 械振興会館 内

日本情報処理開発協会 産業情報化推進 センター

三木 良治,境 孝之fto3-3432-9386
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業種コー ド表

〔製 造 業〕

鉄鋼製造業

石油製造業

非鉄金属電線製造業

石油化学製造業

機械 ・プ ラン ト製造業

窯 業(製 造)

電子機器(部 品)製 造 業 一…・…

自動車(部 品)製 造業

造船業

日用品等製造業

食品製造業

建設業(施 工者)

精密機械製造業

紙 ・パルプ製造業

繊維製造全般

その他製造業

〔運送 ・倉庫業〕

陸

海

空

倉

コ

連

連

運

庫

運

他

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

その他 輸

〔そ の

そ の 他

51

52

53

54

59

99

〔商 業〕

総合商社 31

材料商社(鉄,非 鉄,電 線,建 築資材等)

電子部品商社

自動車部品商社

メーカー代理店

消費財問屋

百貨店

ス ー パ ー/チ ェ ー ン ・ス トア

店

業

売

商

ト

也

ノ

イ

般

の

一

そ

行

保

保

券

醐

銀

生

損

証

陰

2

3

4

5

6

7

8

9

9

3

3

3

3

3

3

3

3

4

ク レ ジ ッ ト

そ の他 金 融

〔サ ー ビス〕

電 力

ガ ス

通 信

工事請負業

その他

61

62

63

64

65

69

70

71

72

73

79
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子データ交換に用いる構文規則アンケート調査 回答用紙(_般 企業用)

本 ア ンケー トの回答 は、すべて この回答用紙 に記入 して下 さい。

1.貴 社の概要

1-1貴 社名,住 所,電 話番号等

A
云

社
名

住 本社所在地
都道 市区

所 府県 町村 区

連絡先住所 壱

回 岱 一 一

答 所属部課

者

名 名 前

1-2業 種

1-3資 本 金

従 業 員 数1-4

1-5

2,現 状調 査 項 目

2-1

2-2

2-3

2-4

(1)

(2)

・1[コ

年間売上げ高

EDI実 施状況

02口

・3口

・4口

・5口

接 続相手先数(EDI実 施 中時、お答え下 さい)…06

EDIの 種類(EDI実 施 中時、お答え下 さい)

交換デー タの種類(EDI実 施中時、お答え下 さい)

発注書の交換

注文請書の交換

・7口

・8口

・9口
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ラ3(

ラ4(

ラ5(

ラ6(

ラ7ー

ラ8(

ラ9(

納入指示書の交換

出荷指図書の交換

出荷案内書の交換

納品書の交換

請求書の交換

給与振込,為 替振込指示データの交換

その他 のデータの交換

口

口

口

口

口

口

口

0

1

9
白

0
0

4

5

ρ0

1

1

1

1

1

1

1

実施内容および実施予定にっいて記入 して下さい。

2-5

(1)

(2)

(3)

(4)

使用 フォーマ ッ ト/コ ー ド(EDI実 施中時、 お答え下 さい)

自社の固有 フォーマ ッ ト

他社の固有 フォーマ ッ ト

使用中の他社固有 フォーマ ッ トの種類数

業界標準 フォーマ ッ ト

17□

18□

19[=コ

2・口

業界標準 フ ォーマ ッ トを使用 して いる場合、その名前を記入 して下 さい。
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ラ5(

ラ6(

ラ7(

　8(

ラ9(

共通取引先 コー ド

JANコ ー ド

日本輸出入者標準 コー ド

標準企業 コー ド

その他 、業界標準 コー ド

その他の業界標準 コー ドを使用 している時、 コー ドの種類,コ ー ド管理機 関等 を記入 して下 さい。

口

口

口

口

ロ

ー

ワ
』

∩」

44

5

2

2

2

2

9
・

6

)1(

ラ2(

ラ3(

ラ4(

2 使用通信手順について(EDI実 施 中時、お答え下 さい)

J手 順

全銀手順

CAT手 順

上記(1)～(3)以外の手順

上記(1)～(3)以外の手順を使用 してい る場合、使用中の通信手順の名前 を記入 して下 さい。

口

口

口

口

26

27

28

29

2-7フ ォーマ 。 ト/コ ー ドの鮮 の腰 性3・ □

2-8EDIの 予定について(EDIを 実施 していないH3'S5'答 え下 さ写)
1ロ
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3.国 際標 準 とJlSに つ いて

3-1フ ォーマ ッ トや コー ドの 国 際標準(ISO)が あ るの を

御 存知 で すか 。

3-2フ ォー マ ッ トや コー ドのJISが 必 要 だ と思 い ます か。

3-3フ ォー マ ッ トや コー ドのJISを 制 定す る とす れ ば 、時期
は何 時 頃が適 当だ と思 い ますか 。

3-4JISは 、原 則 と して 、ISOと 整 合 す るよ うに定 め ら

れ て い るの を御 存 知 で す か。

32口

一・… …33□

3-5フ ォーマ ッ トや コー ドのJISを 制定す るとすれば、
ISOと 整合 させるべ きだ と思いますか。

3-6フ ォーマ ッ トや コー ドのJISをISOに 準拠 して制

定す ると、我が国の国情の特殊性か ら、使 いに くい標準

になることもあ りますが、 どう思 いますか。

3-7国 内で使 う標準の条件

4.シ ンタ ック ス ・ル ール普 及 度 調 査

口

口

口

4

⊂
J

C
U

O
O

O
O

O
O

口

口

口

7

Ω
U

O
O

り
」

0
0

3

5.シ ンタ ック ス ・ルー ル のJlS化 につ いて

5-1国 内標準 と して適 当な規格

5-2国 際標準(EDIFACT)と は別に、国内用 の シン

タックス ・ルールを制定す るとすれば、どのよ うな規格

が適当ですか。

5-3日 本国内規格を開発 した時の国際基準 との関係

r3.そ の他』を選択 した時、 ご意見を記入 して下さい。

4・ 口

41□

42口

5-4そ の他の意見(自 由に記述 して下 さい。)

一86一
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rCIIシ ン タ ッ ク ス ル ー ル(仮 称)試 作 仕 様1 ,0』
1991L3.29

(産 業情 報 化 推進 セ ン ター)

CIIシ ンタックスルール(仮 称)は 、我が国のEDIの 標準化 を促進 す るために、新 たに開発 され る構文規則であ る。 この シンタ ックス

ル ールは、㈲ 日本電子機械工業会で開発 されたEIAJシ ンタックスルール(電 子機器業界の標準)を 、他の業界 に も適用で きるよ うに拡張

した シンタ ックスルールで、EIAJシ ンタ ックスルールに対 して上方互換 の機能設 定にな って いる。 また、今後予想 され る国際標準UN/

EDIFACTに おけるISO9735の 普及 に対 して、EDIネ ッ トワー ク上での共存が図れ る機能 も設定 されている。

この試作仕様 は、 トラ ンス レー ターを試作す るための仕様で あ り、 シンタ ックスルールと して は暫定版 である。但 し、 トランス レーターの

試作 とそれに続 く試行使用において、不具合点が なければ、その ままCIIシ ンタ ックスルール1.00と して、実運用 に入ることが予定さ

れている。

この試作仕様の管理 は、当セ ンターであ る勧 日本情報処理開発協会 産業情報化推進 セ ンターで行 う。 また、著作権 も当セ ンターに帰属す

る。本試作仕様の一部を変更 した仕様 は、変更の程度 に もよるが、本試作仕様 と同一の仕様 と判 断 され る可能性が大 きい ことに、注意 され た

い。当セ ンターでは、標準化の乱れ にっなが る類 似規格 の発生を防止す るため、同一 と判断され る類似規格の開発を禁止す る。

さ らに、本試作仕様によってベ ンダーで開発 された トラ ンス レーターについては、当セ ンターの許可 な くしてCIIシ ンタックスルール準拠

の表示を製品に行 うことを禁止す る。

本試作仕様に基づ くrCIIシ ンタ ックスルール1.00』 の完全な公開は、1992年4月1日 以降であ る。 それまで は、予告のない変

更が行われ ることに、注意 されたい。

この試作仕様 に関する問 い合わせ先を、下記 に示す。

㊦105東 京 都港区芝公園3-5-8機 械振興会館 内

(財)日本情報処理 開発協会 産業情報化推進 セ ンター

TELO3-3432-9386FAXO3-3432-9389



rCllシ ン タ ッ ク ス ル ー ル の 概 要 』
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1.特 徴

CIIシ ンタ ックスルール は、我が国のEDIに 適合す るよ う使用可能文字 と使用通信 システ ムを特に考慮 した体系で ある
。以下に主な特徴

を述 べる。

① 製造業界など、項 目数の多い メ ッセ ージの コーデ ィングに適 した、可変長 フォーマ ッ トの採用

② 英数字、 カタカナ、ひ らがな漢字 など、我が国のEDIで 必要 とす る文字をサポー ト

③ 複雑 な業務処理 に対応で きる多機能 なメ ッセージ構造(繰 返明細 の9重 のネステ ィングが可能)

④ 最小 のメ ッセー ジ長を実現す る効率的な メ ッセー ジ ・コン トロール構造(デ ータ/制 御 タグ方式)

⑤ 我が国のEDIの 標準化に十分な、最 大61439種 のデータ項 目を使用で きる。

⑥ 通常のEDIに は十分な、最大32767文 字(漢 字の場合 は、16383文 字)の データ項 目が取 り扱え る
。

⑦ オプ ション機能の活用 によ り、OSI新 手順(F手 順 およびM手 順)を は じめ、全銀手1頂、JCA手 順 など、あ らゆ る通信 システ ムに

対応 で きる(図1-1参 照)。

⑧ 将来普及が予想 され るISO9735と の並行使用のためのオプ ションを最初か ら持 っている
。 このオプ ションでは、ISO9735

(UN/EDIFACT)に 合致 する伝送形態 になり、一つのネ ッ トワー ク上で両方 のメ ッセージを取 り扱 うことが可能
。

⑨ 現在のEIAJシ ンタ ックスルールと互換性があ る。 シンタ ックスレベルで、上方互換 にな ってい る。

⑩ 以上の特徴を十分に発揮 させ るモデル トラ ンス レー ターのサ ポー ト(シ ンタ ックスルール規格書 の付属資料 と して
、モデル トランス レ

ーターの仕様があ る)
。

尚、今 後ベ ンダーか ら実際 に開発提供 され る トランス レーターで は、取 り扱 い可能な最 大デー タ項 目長 などは、上記の値よ りも小 さい場合が

あ るので、ユーザ ーが導入す る際には、注意が必要であ る。例えば、本試作仕様 により試作 され るモデ ル トランス レーターで は、取 り扱え るデ

ータ項 目の最大長は
、4000字(漢 字の場合 は、2000字)の 予定である。
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TYPE

オ プ シ ョン

分 割 モ ー ド

オ プ シ ョン

非透過モー ド
オ プ ション

対応通信
システム

縮小/拡 張
自動選択

CI

シ ンタ ッ クス

ル ール

ぷPE

分割 モー ド

通常 モー ド

透過 壬

非 透 過 モ ー ド

(JIS-XO201,

XO208)

非 透 過 モ ー ド

(JIS-XO201,

XO208)

OSI新 手順
全銀可変長

プライベ ー ト

手順

全銀固定長

JCA手 順

OSI新 手順

全銀可変長

縮小/拡 張

縮小 モー ド

拡張 モー ド

縮小/拡 張

縮小/拡 張

EIAJ

シ ンタ ックス ル ール

図1-1 ClIシ ンタ ックスルールのオプ シ ョンと通信 システムとの関係

(注)網 かけ内が規定値(標 準)
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－

一

2.基 本 構造

CIIシ ンタ ック スル ール は、 フ ァイ ル転 送 で 実 現 す るEDIの ため に設 計 され て お り、 その 基 本 形 態 は、TYPE12と 称 す る一 つ の メ ッ

セ ー ジ ・グルー プ ・ヘ ッダ ー 、複 数 の メ ッセ ー ジ及 び一 つ の メ ッセ ー ジ ・グル ー プ ・ トレー ラで 構 成 され る フ ァイ ルで あ る(図1-2の 上段 を

参 照)。 メ ッセ ー ジ ・グル ー プ ・ヘ ッダ ー 、 メ ッセ ー ジ及 び メ ッセ ー ジ ・グル ー プ ・ トレー ラは、 そ れ ぞれ一 つ の レコー ドに収容 され る(一 つ

の メ ッセ ー ジを一 つ の レコー ドに収 容)。 この構 造 を基 本 形 式 と して、2つ のバ リエ ー シ ョンが あ る。 一 つ は、TYPEl2の 分 割 モ ー ドと称

す る一 つ の メ ッセ ー ジを複 数 の固 定 長 レコ ー ドに収 容 した形 式(図1-2の 中段 を参 照)で あ り、 も う一 つ は、TYPE-Eと 称 す るISO9

735構 造 を応用 した形 で あ る(図1-2の 下段 を参 照)。 以下 、順 に概 要 を述 べ る。

2-1TYPE12(通 常 モ ー ド)

図1-2の 上 段 の 構造 で 、CIIシ ンタ ック スル ー ル の基 本 形 で あ る。・そ の交 換 の 階 層 は、 図1-3で 、 示 され る。 メ ッセ ー ジ ・グル ープ

・ヘ ッダー と メ ッセ ー ジ ・グル ー プ ・ トレー ラ は、 そ れ ぞれ 一 つ の251byteの 固 定 長 レコー ドに収 容 され 、 一 つ の メ ッセ ー ジが 一 つ の可 変

長 レコ ー ドに収容 され る。

2-2TYPE12(分 割 モ ー ド)

図1-2の 中段 の構 造 で あ り、基 本 形 式(通 常 モ ー ド)と 基 本 的 に は 同一 で 、交 換 の 階 層 も通 常 モ ー ドと同 じ く図1-3で 表 せ られ る。

しか し可変 長 レコー ドが取 り扱 え な い通 信 シス テ ムに 適合 す るよ う、一 つ の メ ッセ ー ジは複 数 の251byteの 固 定長 レ コー ドに収容 され る。

この モ ー ドの 縮 小 モ ー ド(後 述)の 時 は 、EIAJシ ンタ ックス ルー ル と互 換性(同 一)が あ る。

2-3TYPE-E

図1-2の 下 段 の構 造 で あ る。 基 本 形 式 の メ ッセ ー ジ ・グル ー プ ・ヘ ッダ ーが 、ISO9735のUNA及 びUNBセ グ メ ン トに置 き換 え

られ 、 メ ッセ ー ジ ・グル ープ ・ トレー ラが 、UNZセ グ メ ン トに置 き換 え られ て い る。 そ して 、 メ ッセ ー ジは、UNH、CII、UNTセ グ

メ ン トに置 き換 え られて い るが 、CIIセ グ メ ン トは本 質 的 に基 本 形式 の メ ッセ ー ジ ドと同一 で あ る。 こ うす る こ とに よ り、UN/EDIF

ACT電 文(ISO9735で コー デ ィ ン グされ て い る)と 同一 のネ ッ トワー クでEDIを 実 施 す る こ とがで きる。TYPE-Eの 交 換 の 階

層 は、ISO9735の 交 換 の 階層 と同一 で あ る。
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TYPEl2

(通 常 モ ー ド)

TYPEl2

(レコード分 割 モード)

TYPE-E

－

・
ダ

プ

ツ

ー
ヘ

ジ

ル
ー
グ

セツメ

251byte

(同 一)

メ ッ セ ー ジ ・

グ ル ー プ ・

ヘ ッ ダ ー

● ● ● ● ●

メ ッセ ー ジ(分 割 化 レコー ド)

<…251byte> <251byte> <251byte>

● ■ ●

ラ

・

一

プ

レ

・

一
ト

ジ

ル
ー
グ

セツメ

251byte

(同 一)

UNA UNB UNH CII UNT

メ ッ セ ー ジ ・

グ ル ー プ ・

ト レ ー ラ

● ● ● UNZ

図1-2TYPE12(基 本 形 、 分 割 モー ド)及 びTYPE-Eの 伝 送形 態



フ ァイル交換

フ ァイル

接続

メ ッセ ー ジ ・グル ープ2 メ ッ セ ー ジ ・ グ ル ー プn

ー

q⊃
ω

ー

メ ッセ ー ジ

グ ル ープ

メ ッ セ ー ジ

TFD形 式

(TransferFormData)

/

■ ● ■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ●
メッセージ・グループ・ヘッダー メ ッセ ー ジ1 メ ッセ ー ジ2 メッセージ・グループ・}レラ

一

メッセージ・ヘッダー TFD1 TFD2 TFD3 TFD4 ● ● ● ● ● ● ● ● TDFn メッセージ・トレーラ

a)

データ・タグ データ 長 デ ー タ 制 御 データ ・タグ

図1-3交 換の階層(TYPE12)
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2-4基 本構 造3種 の違 い

TYPE12の 分 割 モ ー ドは、可 変 長 の メ ッセ ー ジを 固定 長 レ コー ドで 送 るた め 、一 つ の メ ッセ ー ジを 分 割 して複 数 の固 定長 レコ ー ドに収

容 した形 態 で あ る(通 常 モ ー ドで は、一 つ の メ ッセ ー ジは一 つ の可 変 長 レコー ドに 収 容 され る)。

TYPE-Eは 、TYPEl2の メ ッセ ー ジ ・グ ル ープ ・ヘ ッダ ーがISO9735のUNA,UNBセ グメ ン トに置 き換 え られ 、 メ ッセ

ー ジ ・グル ープ ・ トレー ラがUNZセ グ メ ン トに置 き換 え られ る。 一 つ の メ ッセ ー ジは 、 メ ッセ ー ジ ・ヘ ッダ ーがUNHセ グメ ン トに置 き換

え られ 、 メ ッセ ー ジ本 体 は セ グメ ン ト ・タ グ(CII)が セ ッ トされ る以 外 はTYPE12の メ ッセ ー ジが そ の ま ま用 い られ、UNTセ グ メ

ン トが 追加 され る(図1-4参 照)。

TYPEl2の メ ッセ ー ジ本 体(TYPE-Eの メ ッセ ー ジ本 体 も同一)に は、縮 小 モ ー ドと拡 張 モ ー ドが あ り、縮 小 モ ー ドの 時 、電 子 機

器業 界 で使 わ れ て い るEIAJシ ンタ ックス ル ー ル と同一 に な る(互 換 性 が あ る)。

TYPEl2

メ ッ セ ー ジ

TYPE-E

の セ グメ ン ト

構 成

「

メッセージ・

ヘッダー

メ ッセー ジ本体(TFDエ リア(TFD型 式のデ ータが並ぶ))

、/

UNH CII メ ッセージ本体(TFDエ リア(TFD型 式の データが並ぶ))

図1-4TYPE12メ ッセ ー ジの セ グメ ン ト化

メッセージ・トレーラ

UNT



3.縮 小 モー ドと拡 張 モ ー ド

CIIシ ンタ ックスル ー ルで は 、 デ ー タエ レメ ン トはTFD(TransferFormData)形 式 で 、 伝送 され る。TFDは 、 デ ー タエ レメ ン トに、

デ ー タ タ グ及 びデ ー タ ・レン グス タ グ(レ ング ス タ グ)が 追 加 され た もの で 、 図1-5の フ ォ ーマ ッ トで あ る。一 つ の メ ッセ ー ジは、 このT

FDを 必 要 数 集 めて 構成 され 、 例 え ば、1通 の 注 文 書/請 求 書 を表 す。

ー

Φ
O

ー

この 長 さ(デ ータ長)を 表 す

デ ー タエ レメ ン ト(デ ー タ項 目)の 識 別 子

図1-5TFDの 構造

rデ ー タタ グ』 とは、 デ ー タエ レメ ン トの意 味 や 属 性 を表 すlDで あ り、 そ の 値 は、 標 準 メ ッセ ー ジ及 び デ ータ エ レメ ン ト・デ ィ レク トリ

ー(デ ータ項 目一 覧表)上 で
、項 目Na(整 理番号)と して表現 され る。 データタグには縮小形式(239種 のデー タエ レメン トを表示で きる)

と拡張形式(61439種 のデー タエ レメ ン トを表示で きる)が あ り、CIIシ ンタックスルールで は、メ ッセー ジ長を短縮す るために最適

な使 い分けが行われ る。 この使 い分 けを コン トロールす る制御子を、拡張モー ド指示子 と呼ぶ。

TFDエ リア中の拡張モー ド指示子(X`FO')の 左側を縮小モー ド領域、右側を拡張モー ド領域 とい う(図1-6参 照)。 縮小モー ド

領域中のTFDに は、縮小モー ドの データタグが使用 され、拡張モー ド領域 中のTFDに は拡張 モー ドの データタグが使用 される。TFDエ

リア中に拡張モー ド指示子が ない時 は、すべて縮小 モー ド領域 とな り、TFDエ リアはEIAJシ ンタ ックスルールと同一 にな り、互換性の

確保に も活用 され る。



TYPE12

の メ ッセ ー ジ

TYPE-Eの

CIIセ グメ ン ト

メッセージ・ヘッダー 縮小 モー ド領域 X`FO' 拡張モー ド領域

TFDエ リ ア

(メ ッセ ー ジ本体)

< ≧

CII 縮小 モー ド領域 X`FO' 拡張モー ド領域

ー

q⊃
⑦

一
図1-6縮 小 モ ー ドと拡 張 モ ー ド(メ ッセ ー ジ本 体)

4.非 透過 モー ドオプ シ ョン

このオプ ションは、非透過 モー ドの通信回線 を使用す る時 に用 いる。CIIシ ンタックスルールは、透過 モー ドの通信回線用に設計 されて いるため、

非透過モー ドの通信回線を使用す ると一部のデー タが通信制御のキ ャラクターと衝突 しデータ伝送 がで きない。非透過 モー ドオプ ションは通信制御キ ャ

ラクターとの衝突を避 けるための対策を追加す るオプ シ ョンであ る。但 し、 このオプ シ ョンを設定す るとデータ長が長 くなる。 したが って、透過 モー ド

の通信回線を用 いる時 は、 このオプ シ ョンを使用 しない。



5.文 字 コ ー ド

CIIシ ンタ ック スル ール で は、JIS-XO201及 びJIS-XO208を 標準 の文 字 コー ドとす る。特 に、 メ ッセ ー ジ ・グル ープ ・

ヘ ッダ ー と メ ッセ ー ジ ・グル ープ ・ トレー ラ ーで は 、英 数 字 とブ ラ ン ク以 外 の文 字 の使 用 は禁 止 され 、 文 字 コー ドもJIS-XO201の 使

用 が義 務 づ け られ る。TYPE12の メ ッセ ー ジにつ いて は、 ロー カ ル協定 に基 づ くロー カ ル文 字 の 使 用 が可 能 で あ るが、 推 奨で きな い。J

IS-XO208(JIS第1水 準 、第2水 準 漢字)は 、 メ ッセ ー ジ中 で の み使 用 で き る。

また 、TYPE-Eで は 、 メ ッセ ー ジ(CIIセ グメ ン ト)も 含 めて す べ て の セ グ メ ン トに っ いて 、JIS-XO201,JIS-XO2

08の 文 字 コー ドを 使 用 しな けれ ば な らな い 。JIS-XO208(JIS第1水 準 、 第2水 準 漢 字)は 、CIIセ グ メ ン ト内で の み使 用 で

きる。

l

q)
∨

1

6.ト ラ ンス レー タ

6-1ト ラ ンス レー タの ア ウ トラ イ ン

送信 用 の トラ ンス レー ター は、 オ プ シ ョ ンの 設定 で 、TYPEl2,TYPE-Eの どの メ ッセ ー ジ も作 成 す る ことがで き る。 また 、次 の

条 件 の 内 の どれか1っ(拡 張 モ ー ド)を 検 出 す るまで 、縮 小 モ ー ドで メ ッセ ー ジを作 成 す る。

①240以 上 の 値 を持 つ デ ー タ ・タ グの 検 出

② 明示 的 マ ル チ明細 の検 出

す な わ ち 、縮 小/拡 張 モ ー ドを 自動 的 に設 定 す る。一 つ の メ ッセ ー ジ中で 以上 の条 件 が 成 立 しな い 時 は 、 メ ッセ ー ジ全 体が 縮 小 モ ー ドで作成

され る。 この 時 、EIAJシ ンタ ッ クスル ール と完全 に互 換 性 の あ る メ ッセ ー ジに な る(TYPE12の 時)。

受信 用 の トラ ンス レー ター は、TYPE12及 びTYPE-Eの メ ッセ ー ジに加 え てEIAJシ ン タ ッ クスル ー ル の メ ッセ ー ジで も、す べ

て 自動 的 に検 出 し、 同 一 の変 換 テ ー ブル を 用 いて メ ッセ ー ジの解 釈 を完 全 にで き る。

また、 トラ ンス レー ター に は文 字 コー ド変 換 機能 が 含 まれ 、 漢字 のJIS第1,第2水 準 を カバ ーす る。 文 字 コー ドの変 換 は、必 要 に応 じ

てバ イパ スで きるオ プ シ ョンが 設 け られ る。
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6-2モ デ ル ・トラ ン ス レー ター

トラ ンス レー ター は 、EDIシ ス テ ム に と って 、最 も重 要 な要 素 で あ る。CIIシ ンタ ック スル ール の 大 きな特 徴の 一 つ は、 トラ ンス レー

タ ーを あ らか じめ 考 慮 して 設計 されて い る こ とで 、本 シ ン タ ックス ル ー ルが 期 待 す る トラ ンス レー ター の構 造 や 機 能が 、 あ らヵ・じめ決 め られ

て い る。 この標 準 トラ ンス レー ター を、rモ デ ル ・ トラ ンス レー ター 』 と呼 ぶ 。

トラ ンス レー タ ーの 仕様 を標 準 化 す る場 合 に、 最 も困難 な事 項 は 、一 般 的 なAPI(ア プリケーション・インタフ・一ス)の 標 準化 で あ る。APIは 、 ユ

ーザーの コンピュータ ・システ ムの構成やEDIシ ステムの構成に応 じて様 々な形態が あ り、通常、汎用的な仕様を定義することは難 しい。

そ こで、業務処理 システムとのデ ータの受渡 しをすべてフ ァイルで行い、 トランス レーターへの起動/停 止 などの指令(コ マ ン ド)を 手動で

与える、実質的にAPIの ない トランス レーターを設定 する。 この トランス レー ターは、 もちろん実 システムに適用可能で あるが、運用効率

(特 に、使 いが って)が 悪 く、実用的 システムと しては問題が残 る。 しか しなが ら、 トラ ンス レーター本来の機能はすべて備えてお り、ユー

ザー環境 に応 じた若干の改造(APIの 変更)を 行 うことで、実用的な トラ ンス レー ターになる。従 って、モデル ・トラ ンス レーターは、様

々なベ ンダーがCIIト ランス レーターを開発す る時見 本 となる ものである。

モデル ・トランス レーターは、 コ ンピュータの機種によ らず同一の機能を保持す るのが原則であ るが 、メ ンフ レームに実装 され る トラ ンス

レーター とパ ーソナル ・コンピュータ(パ ソコン)に 実装 され る トランス レーターとが 、同一の性能/機 能を保持 す るとい うわ けにはいかな

い。そ こで、EDI本 来の 目的で あるデー タ交換 に問題 が生 じない範囲で、パ ソコ ン用 トラ ンス レー ターで は、機能 の簡略化が行われ る。

従 って、モデル ・トラ ンス レーターは、4種 存在す る。すなわ ち、

① メ ンフ レー ム用 モデ ル ・ トラ ンス レー ター

用
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② パ ソ コ ン用 モ デル ・ トラ ンス レー ター
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一
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SmartTRanSlatorforEncodingstandardformat(STRSEPA)
SmartTRanSlatorforDecodingstandardformat(STRSDPA)

で あ る。 図1-7は 、 メ ンフ レー ム用 モ デ ル ・ トラ ンス レー ター(送 信用)の 構 成 で あ る。
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図1-7送 信 用 モデ ル ・ トラ ンス レー タ ーの構 成(メ イ ンフ レー ム用)
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8ClIシ ンタ ックスルールによるシステムの構築

CIIシ ンタ ックスルールは、EIAJシ ンタックスルールの上位互換の規格 であ るため、EIAJ標 準 によるシステムとの共存を図るた

めの特別な工夫 は、通常 、不要であ る。以下で は、 この状況 にっいて説 明を行 う。 この説明のため に、一つ の仮定を行 う。 それ は、EIAJ

標準 メッセージには、当分の間、項 目No.240以 上の項 目と、N,K属 性のデー タエ レメ ン トの導入が行われ ない ということである。 もしこ

の仮定が成 り立たない時は、EIAJシ ンタックスルールその ものがCIIシ ンタックスルール に改訂 され る時であるか ら、特別 な工夫は、

当然、不要にな る。

図1-8の 状況を設定する。EIAJ標 準を用 いてい る業界(E業 界)の 他にA,Bの 二つの業界があ る。E業 界は、早 くか らEIAJ標

準による業界内EDIを 実施 している。A業 界が新たにE業 界 とEDIを 実施す ることになったが、そのための標準 メ ッセー ジ(SM)は 、

項 目No.240以 上 の項 目と、N,K属 性 のデータエ レメン トは導入 しないで作成 され た。E業 界側の企業 は、既 に使 っているEIAJト ラン

ス レーターを使用す ることになったが、A業 界側の企業 は、新規の システムなので 、CIIト ランス レー ターを使用す ることなった。

その後 さらに、B業 界 も新 たにE業 界 とEDIを 実施す ることにな ったが、 こち らのSMは 、B業 界の強 い要望 もあ り、K属 性(漢 字)の

データエ レメン トを導入す ることにな った。幸いな ことに、B業 界 とEDIを 行 うE業 界側の企業 は比較的少数の大企業だ ったので、既に使

用 していたEIAJト ランス レーターに加えてCIIト ラ ンス レー ターを追加 する ことに した。 ご く一部の企業では、すべてCIIト ラ ンス

レーターに変更 して しま った。B業 界はCIIト ラ ンス レーターを導入 した。

このよ うなEDIの 進展が、 さらに、A業 界 とB業 界 のEDIも 構築 させ ることになったが、両業界 ともCIIト ラ ンス レータを導入済で

あ り、スムースにEDIが 構築 され た。

以上の過程は、CIIシ ンタ ックスルールの上位互換性が完全にカバ ー してお り、ユ ーザ ー(各 企業)は 、 シンタ ックスルールの違いに関

す る考慮は、一切不要で ある。

9TYPE-Eの 応 用

TYPE-Eは 、将 来 のPEDI(EDI-MHS)網 の ため の形 式 で あ る。 但 し、TYPE-EはISO9735に 準 拠 した メ ッセー ジ



ではあるが、国連 の標準 メ ッセー ジ(UNSM)に は準拠 していない。TYPE-Eか らUNSM準 拠の メ ッセー ジを生成 するために、CI

I-UNSMコ ンバ ーターが必要で ある。現実の業務 では、そのよ うな必要性はないと考え られ るが 、 もし必要 であれば、技術的に可能であ

り、UNSMの 第1バ ージ ョンが確定 し日本国内サ ブセ ッ ト制定後に、CII(TYPE-E)-UNSMコ ンバー ターが開発 され ることに

なろ う。但 し、 この 日本国内サ ブセ ッ トは、漢字項 目を始め とす る多 くの ローカル規定が含 まれた通常 のUNSMサ ブセ ッ トとは、かな り異

な るもの となることが予想 され る。上記の コンバ ーター は、単 なるセ グメ ン トの再構成が主な機能 とな る。

一
巳

E業 界
CII縮 小 モード

A業 界

EIAJト ラ ン ス レ ー タ ー CIIト ラ ン ス レ ー タ ー(ナ

=EIAJ

CII

縮 小 モード=EJ

一部の企業の対B業 界のEDIに つ いて は、
JMCM拡 張 モー ドのSMを 用いてお り、 その他 に

つ いて はEIAJのSM用 い て い る ↑

EIAJ

対EIAJに つ いて は、

EIAJ様 式SMを 用 いて い る。

A

CII

拡 張 モード

、'

EIAJ

↓

EIAJト ラ ンス レー ター

(}ラ ンスレ一夕ーを … … 一… 一… 一… 一…

複 数 導 入 し た 企 業)

CIIト ラ ン ス レ ー タ ー B業 界
↑ CII拡 張モT『 ＼ →

CIIト ラ ン ス レ ー タ ー黍

CIIト ラ ン ス レ ー タ ー CII拡 張 モ ー ドのSMを 用 いて い る。`

…
一

(トランスレーターを変 更 した 企業) ÷一－CII拡 張 モード

図1-8ElAJシ ンタ ック スル ー ル とClIシ ンタ ック ス ルー ル の共 存
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